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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁表面上に非晶質構造を有する第１のシリコン膜を形成し、
　前記非晶質構造を有する第１のシリコン膜にニッケルを添加し、
　前記非晶質構造を有する第１のシリコン膜を加熱処理して結晶構造を有する第１のシリ
コン膜を形成し、
　前記結晶構造を有する第１のシリコン膜に第１のレーザー光を照射して結晶性を向上し
、
　前記結晶構造を有する第１のシリコン膜の表面にバリア層を形成し、
　前記バリア層上にアルゴン元素元素を含み非晶質構造を有する第２のシリコン膜を形成
し、
　前記第２のシリコン膜に前記ニッケルをゲッタリングして前記結晶構造を有する第１の
シリコン膜中の前記ニッケルを除去または低減し、
　前記第２のシリコン膜を除去し、
　前記バリア層を除去し、
　不活性気体雰囲気中または真空中で第２のレーザー光を照射して前記結晶構造を有する
第１のシリコン膜の表面の平坦性を向上することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　絶縁表面上に非晶質構造を有する第１のシリコン膜を形成し、
　前記非晶質構造を有する第１のシリコン膜にニッケルを添加し、
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　前記非晶質構造を有する第１のシリコン膜を加熱処理して結晶構造を有する第１のシリ
コン膜を形成し、
　前記結晶構造を有する第１のシリコン膜に第１のレーザー光を照射して結晶性を向上し
、
　前記第１のレーザー光の照射によって前記結晶構造を有する第１のシリコン膜上に形成
された酸化膜を除去し、
　不活性気体雰囲気または真空中で第２のレーザー光を照射して前記結晶構造を有する第
１のシリコン膜の表面の平坦性を向上し、
　前記結晶構造を有する第１のシリコン膜の表面にバリア層を形成し、
　前記バリア層上にアルゴン元素を含み非晶質構造を有する第２のシリコン膜を形成し、
　前記第２のシリコン膜に前記ニッケルをゲッタリングして前記結晶構造を有する第１の
シリコン膜中の前記ニッケルを除去または低減し、
　前記第２のシリコン膜を除去することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記バリア層は、オゾンが含まれる溶液を用いて前記結晶構造を有する第１のシリコン
膜の表面を酸化して形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　請求項１または請求項２において、
　前記バリア層は、前記結晶構造を有する第１のシリコン膜の表面に酸素雰囲気下におい
て紫外線を照射して酸化することによって形成することを特徴とする半導体装置の作製方
法。
【請求項５】
　請求項１において、
　前記バリア層は、前記第１のレーザー光の照射により前記結晶構造を有する第１のシリ
コン膜の表面を酸化した後、さらにオゾンが含まれる溶液を用いて前記結晶構造を有する
第１のシリコン膜の表面を酸化して形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項において、
　前記ニッケルのゲッタリングは、熱処理により行うことを特徴とする半導体装置の作製
方法。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項において、
　前記ニッケルのゲッタリングは、前記結晶構造を有する第１のシリコン膜に強光を照射
することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項において、
　前記ニッケルのゲッタリングは、熱処理を行い、且つ、前記結晶構造を有する第１のシ
リコン膜に強光を照射することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項９】
　請求項７または請求項８において、
　前記強光は、ハロゲンランプ、メタルハライドランプ、キセノンアークランプ、カーボ
ンアークランプ、高圧ナトリウムランプまたは高圧水銀ランプから射出された光であるこ
とを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一項において、
　前記非晶質構造を有する第１のシリコン膜の加熱処理は、熱処理または強光を照射する
ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか一項において、
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　前記第２のシリコン膜は、アルゴン元素を含む雰囲気中でシリコンをターゲットとする
スパッタ法により形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか一項において、
　前記第２のシリコン膜は、アルゴン元素を含む雰囲気中でリンまたはボロンを含むシリ
コンをターゲットとするスパッタ法により形成することを特徴とする半導体装置の作製方
法。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項１２のいずれか一項において、
　前記第２のレーザー光のエネルギー密度は、前記第１のレーザー光のエネルギー密度よ
り高いことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１４】
　請求項１乃至請求項１３のいずれか一項において、
　前記第２のレーザー光のショット数は、前記第１のレーザー光のショット数より少なく
、且つ、前記第１のレーザー光のショット数の半数より多いことを特徴とする半導体装置
の作製方法。
【請求項１５】
　請求項１乃至請求項１４のいずれか一項において、
　前記不活性気体雰囲気は、窒素雰囲気とすることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴという）で構成された回路を有する半導体装置
およびその作製方法に関する。例えば、液晶表示パネルに代表される電気光学装置および
その様な電気光学装置を部品として搭載した電子機器に関する。
【０００２】
なお、本明細書中において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装置
全般を指し、電気光学装置、発光装置、半導体回路および電子機器は全て半導体装置であ
る。
【０００３】
【従来の技術】
近年、絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜（厚さ数～数百ｎｍ程度）を用い
て薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を構成し、このＴＦＴで形成した大面積集積回路を有する
半導体装置の開発が進んでいる。
【０００４】
アクティブマトリクス型の液晶モジュール、ＥＬモジュール、および密着型イメージセン
サはその代表例として知られている。特に、結晶構造を有するシリコン膜（典型的にはポ
リシリコン膜）を活性層にしたＴＦＴ（以下、ポリシリコンＴＦＴと記す）は電界効果移
動度が高いことから、いろいろな機能を備えた回路を形成することも可能である。
【０００５】
例えば、液晶表示装置に搭載される液晶モジュールには、機能ブロックごとに画像表示を
行う画素部や、ＣＭＯＳ回路を基本としたシフトレジスタ回路、レベルシフタ回路、バッ
ファ回路、サンプリング回路などの画素部を制御するための駆動回路が一枚の基板上に形
成される。
【０００６】
また、アクティブマトリクス型の液晶モジュールの画素部には、数十から数百万個の各画
素にＴＦＴ（画素ＴＦＴ）が配置され、その画素ＴＦＴのそれぞれには画素電極が設けら
れている。液晶を挟んだ対向基板側には対向電極が設けられており、液晶を誘電体とした
一種のコンデンサを形成している。そして、各画素に印加する電圧をＴＦＴのスイッチン
グ機能により制御して、このコンデンサへの電荷を制御することで液晶を駆動し、透過光
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量を制御して画像を表示する仕組みになっている。
【０００７】
画素ＴＦＴはｎチャネル型ＴＦＴから成り、スイッチング素子として液晶に電圧を印加し
て駆動させるものである。液晶は交流で駆動させるので、フレーム反転駆動と呼ばれる方
式が多く採用されている。この方式では消費電力を低く抑えるために、画素ＴＦＴに要求
される特性はオフ電流値（ＴＦＴがオフ動作時に流れるドレイン電流）を十分低くするこ
とが重要である。
【０００８】
従来では、結晶化させたり、結晶性を向上させるため半導体膜にレーザー光による照射を
行った場合、半導体膜は表面から瞬時に溶融し、その後、基板への熱伝導のため溶融した
半導体膜は基板側から冷却し凝固する。この凝固過程において再結晶化し、大粒径の結晶
構造を有する半導体膜となるが、いったん溶融させるため、体積膨張が生じて半導体表面
にリッジと呼ばれる凹凸が形成され、特にトップゲート型ＴＦＴの場合にはリッジのある
表面がゲート絶縁膜との界面となるため、素子特性が大きく左右されていた。
【０００９】
一般的にレーザアニールによく用いられるレーザはエキシマレーザ、Arレーザである。出
力の大きいパルス発振のレーザビームを被照射面において、数ｃｍ角の四角いスポットや
、例えば長さ10ｃｍ以上の線状となるように光学系にて加工し、レーザビームの照射位置
を被照射面に対し相対的に走査させてレーザアニールを行う方法は、生産性が高く量産に
優れているため、好んで使用されている。特に、被照射面においてレーザビームの形状が
線状であるレーザビーム（以下、線状ビームと表記する）を用いると、前後左右の走査が
必要なスポット状のレーザビームを用いた場合とは異なり、線状ビームの線方向に直角な
方向だけの走査で被照射面全体にレーザビームを照射することができるため、生産性が高
い。線方向に直角な方向に走査するのは、それが最も効率の良い走査方向であるからであ
る。この高い生産性により、レーザアニールには大出力のレーザを適当な光学系で加工し
た線状ビームを使用することが主流になりつつある。また、この線状ビームをその短尺方
向に徐々にずらしながら重ねて照射することにより、非晶質シリコン膜全面に対しレーザ
アニールを行い、結晶化させたり、結晶性を向上させることができる。
【００１０】
このように、より高い電気的特性をもつ半導体膜をより安価で作製するためには、レーザ
アニールの技術が必要不可欠となってきている。
【００１１】
しかしながら、従来のレーザー光による結晶化では均一なエネルギーが膜全体に与えられ
ず、リッジに加えてレーザー光を照射した波状の跡も残っていた。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
本発明はこのような問題点を解決するための技術であり、ＴＦＴを用いて作製するアクテ
ィブマトリクス型の液晶表示装置に代表される電気光学装置ならびに半導体装置において
、半導体装置の動作特性を向上させ、各ＴＦＴ間のオフ電流値のバラツキを低減させ、か
つ、低消費電力化を図ることを目的としている。
【００１３】
特に、本発明は、オフ電流値が低く、オフ電流値のバラツキが抑えられた画素ＴＦＴ（ｎ
チャネル型ＴＦＴ）を得ることを目的としている。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
上記諸問題を解決すべく、各種多方面から数多くの実験、検討を重ねたところ、非晶質構
造を有する半導体膜に加熱処理を行って結晶化させ、酸素を含む雰囲気下で半導体膜に第
１のレーザー光の照射（エネルギー密度４００～５００ｍＪ／ｃｍ2）を行ってさらに結
晶性を高めた後、第１のレーザー光の照射で形成された酸化膜を除去し、その後に酸素を
含まない、もしくは酸素が低減された雰囲気下で第２のレーザー光の照射（第１のレーザ
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ー光の照射におけるエネルギー密度より高い）を行うことで半導体膜の平坦性を向上させ
、上記諸問題、特にオフ電流値およびそのバラツキを低減することができることを見い出
し、本発明に至ったものである。
【００１５】
ただし、第１のレーザー光で非晶質構造を有する膜の結晶化を行い第２のレーザー光で平
坦化を行う技術（特開２００１－６０５５１号公報）とは異なっており、本発明は結晶構
造を有する半導体膜に第１のレーザー光を照射し、さらに第２のレーザー光を照射するも
のである。本発明において、結晶構造を有する半導体膜は、炉を用いた加熱処理で結晶化
させる方法、ランプ光源からの強光を用いた加熱処理で結晶化させる方法、金属元素を微
量に添加して加熱処理を行って結晶化させる方法、またはＬＰＣＶＤ法などにより成膜段
階で結晶構造を有する膜を得る方法のいずれか一を用いることによって得られる。
【００１６】
上記第２のレーザー光の照射は、結晶性を高める第１のレーザー光の照射におけるエネル
ギー密度より３０ｍＪ／ｃｍ2～６０ｍＪ／ｃｍ2高いエネルギー密度（４３０～５６０ｍ
Ｊ／ｃｍ2）とすると、照射前と比較して平坦性が格段に向上する。例えば、照射前と比
較して表面粗さ（Ｐ－Ｖ値、Ｒａ、Ｒｍｓ）が１／２以下、若しくは１／３以下にまで低
減される。比較実験を行ったところ、第１のレーザー光よりも６０ｍＪ／ｃｍ2高いエネ
ルギー密度とした第２のレーザー光を照射した半導体膜の表面が最も平坦なものとなった
。
【００１７】
第１のレーザー光の照射を行った後、酸化膜を除去し、さらに第２のレーザー光を照射し
た半導体膜を用いてｎチャネル型ＴＦＴを作製し、そのオフ電流値（Ｖｄｓ＝１４Ｖ）に
おける確率統計分布を○印でプロットして図１２中に示す。また、比較のため、同じ図１
２に第１のレーザー光の照射のみを行ったｎチャネル型ＴＦＴのオフ電流値における確率
統計分布を●印でプロットして示す。図１２の縦軸はパーセントを示しており、５０％の
値がオフ電流の平均値に相当する。また、横軸はオフ電流値を示しており、例えばバラツ
キが大きければ全プロットの占める領域、即ち横幅が大きくなる。第１のレーザー光のみ
を行ったｎチャネル型ＴＦＴ（●印）よりも、第２のレーザー光を行ったｎチャネル型Ｔ
ＦＴ（○印）のほうが、オフ電流値が低く（平均値においても低く）、バラツキも３ｐＡ
～２０ｐＡ（ｐ＝１０-12）と小さいことが図１２から読み取れる。
【００１８】
また、ニッケルまたは、パラジウム、または鉛等の金属元素を微量に添加して非晶質構造
を有する半導体膜を結晶化させるのにかかる時間を短縮する技術（特開平7-183540号公報
に記載）を用いれば、例えば550℃の窒素雰囲気に4時間の加熱処理で特性の良好な結晶構
造を有する半導体膜が得られる。この技術は、結晶化に必要とする加熱温度を低下させる
効果ばかりでなく、結晶方位の配向性を単一方向に高めることが可能である。このような
結晶構造を有する半導体膜でＴＦＴを形成すると、電界効果移動度の向上のみでなく、サ
ブスレッショルド係数（Ｓ値）が小さくなり、飛躍的に電気的特性を向上させることが可
能となっている。さらにレーザーアニールを行うと加熱処理またはレーザアニールのどち
らかだけで結晶化を行う場合より半導体膜としての特性が向上する場合がある。このレー
ザーアニールを上記第１のレーザー光の照射とし、酸化膜を除去した後、さらに上記第２
のレーザー光の照射を行うことも可能である。なお、高い特性を得るためには、加熱処理
条件とレーザアニール条件を最適化する必要がある。
【００１９】
また、ニッケルまたは、パラジウム、または鉛等の金属元素を微量に添加することによっ
ても半導体膜表面の平坦性がさらに向上する。
【００２０】
結晶化を助長する金属元素を用いることによって、結晶化における核発生が制御可能とな
るため、核発生がランダムである他の結晶化方法に比べて得られる膜質は均一であり、理
想的には、完全に金属元素を除去または許容範囲までに低減することが望ましい。しかし
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、このようにして得られる結晶構造を有する半導体膜には、金属元素（ここではニッケル
または、パラジウム、または鉛等）が残存している。それは膜中において一様に分布して
いないにしろ、平均的な濃度とすれば、１×１０19/cm3を越える濃度で残存している。勿
論、このような状態でもＴＦＴをはじめ各種半導体素子を形成することが可能であるが、
以下に示すゲッタリング技術を用いて当該元素を除去する。
【００２１】
まず、結晶構造を有する半導体膜上にエッチングストッパーとなる酸化膜（バリア層）を
形成し、希ガス元素を含む半導体膜（ゲッタリングサイト）を形成した後、ゲッタリング
サイトに金属元素をゲッタリングさせ、前記希ガス元素を含む半導体膜を除去する。なお
、希ガス元素はＨｅ、Ｎｅ、Ａｒ、Ｋｒ、Ｘｅから選ばれた一種または複数種であり、こ
れらのイオンを半導体膜中に含有させることにより、ダングリングボンドや格子歪みを形
成してゲッタリングサイトを形成することができる。本明細書中、バリア層とは、ゲッタ
リング工程において金属元素が通過可能な膜質または膜厚を有し、且つ、ゲッタリングサ
イトとなる層の除去工程においてエッチングストッパーとなる層を指している。
【００２２】
このゲッタリング技術を適用する際においても、酸化膜を形成する前に第２のレーザー光
を照射して平坦性を向上させることでゲッタリングの効果を増大することができる。即ち
、ゲッタリングを行う前に第２のレーザー光を照射して平坦化を行い、金属元素が偏析し
やすいリッジを低減することは、極めて有用である。本発明の構成の一つは、半導体膜の
平坦化処理を行った後、ゲッタリングを行う工程を有する半導体装置の作製方法である。
【００２３】
また、金属元素を添加して結晶化させた後、第２のレーザー光を照射することによっても
平坦性が向上する。平坦性が向上することによってゲート絶縁膜の薄膜化が可能となる。
【００２４】
第１のレーザー光の照射後と、第２のレーザー光照射後の半導体膜における表面粗さ（Ｐ
－Ｖ値、Ｒａ、Ｒｍｓ、Ｒｚ、Δａ）をＡＦＭでそれぞれ測定した実験結果を図２０およ
び表１に示す。
【００２５】
【表１】

【００２６】
また、図２０は、ニッケルを添加して加熱処理を行った後、大気下で第１のレーザー光（
エネルギー密度：４５２．５ｍＪ／ｃｍ2）の照射を行い、窒素雰囲気下で第２のレーザ
ー光（エネルギー密度：５０１ｍＪ／ｃｍ2）を照射したサンプルをＡＦＭで観察した図
である。
【００２７】
また、比較のため、金属元素を添加せずに結晶化させた後、同様に第１のレーザー光の照
射後と、第２のレーザー光照射後の半導体膜における表面粗さ（Ｐ－Ｖ値、Ｒａ、Ｒｍｓ
、Ｒｚ、Δａ）をＡＦＭでそれぞれ測定した実験結果を図２１及び表２に示す。
【００２８】
【表２】
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【００２９】
また、図２１は、大気下で第１のレーザー光（エネルギー密度：４５２．５ｍＪ／ｃｍ2

）の照射を行って結晶化を行い、窒素雰囲気下で第２のレーザー光（エネルギー密度：５
２１ｍＪ／ｃｍ2）を照射したサンプルをＡＦＭで観察した図である。
【００３０】
表１、表２より、金属元素を添加して結晶化したほうが、レーザー光照射後における平坦
性に優れていることが読み取れる。特に、第２のレーザー光照射後、Ｐ－Ｖ値においては
２０．２３ｎｍ、Ｒａにおいては１．２９ｎｍ、Ｒｍｓにおいては１．７３ｎｍ、Ｒｚに
おいては１８ｎｍ、Δａにおいては０．５０４°と非常に平坦になっている。なお、測定
領域は、４μｍ×４μｍと５０μｍ×５０μｍでそれぞれ行った。
【００３１】
特開２００１－６０５５１号公報には、非晶質半導体膜に照射する第１のレーザー光で結
晶化を行い、第２のレーザー光による照射で半導体膜を平坦化させることの記載はあるが
、上記金属元素の添加による平坦性の向上に関する記載やゲッタリング能力の向上に関す
る記載はなく、全く新規なものである。
【００３２】
また、図２０、図２１より、半導体膜表面の状態もそれぞれ異なっている。
【００３３】
また、上記本発明の構成（ゲッタリングの前に平坦化処理を行う工程）においては、特に
限定されず、第２のレーザー光による平坦化手段以外の他の平坦化手段（エッチャント液
、反応ガスを用いたエッチング（代表的にはドライエッチング）、還元雰囲気（代表的に
は水素）での高温（９００～１２００℃）の熱処理、化学的及び機械的に研磨する処理（
代表的にはＣＭＰ）等）により平坦化した後、ゲッタリングを行うことでゲッタリングの
効果を増大することができる。また、第２のレーザー光による平坦化に加えて、さらに他
の上記平坦化手段を組み合わせて行ってもよい。
【００３４】
或いは、ゲッタリング技術を適用し、エッチングストッパーとした酸化膜を除去した後、
第２のレーザー光を照射して平坦性を向上させてもよい。また、希ガス元素を含む半導体
膜を形成する際に結晶構造を有する半導体膜に希ガス元素を添加してしまった場合、第２
のレーザー光の照射で膜中の希ガス元素を低減、または除去することができる。
【００３５】
本明細書で開示する発明の構成１は、
絶縁表面上に非晶質構造を有する半導体膜を形成する第１工程と、
前記第１の半導体膜を加熱処理した後、第１のレーザー光を照射して結晶化を行い、結晶
構造を有する半導体膜及び該膜上に酸化膜とを形成する第２工程と、前記酸化膜を除去す
る第３工程と、
不活性気体雰囲気または真空中で第２のレーザー光を照射して前記半導体膜の表面を平坦
化する第４工程とを有することを特徴とする半導体装置の作製方法である。
【００３６】
上記構成１において、前記第４工程における第２のレーザー光のエネルギー密度は、前記
第２工程における第１のレーザー光のエネルギー密度より高いことを特徴としている。上
記第２のレーザー光の照射は、第１のレーザー光の照射におけるエネルギー密度より３０
ｍＪ／ｃｍ2～６０ｍＪ／ｃｍ2高いエネルギー密度とすると、照射前と比較して平坦性が
格段に向上する。
【００３７】
また、上記構成１において、エネルギー密度の高い第２のレーザー光を不活性気体雰囲気
または真空中で照射すると、半導体膜の表面に微小な穴が形成されやすいことを発明者ら
は見出した。この微小な穴によって、ＴＦＴの電気特性（Ｓ値、Ｖｔｈ）などのバラツキ
を招く恐れがある。そこで、本発明は、第２のレーザー光のショット数を第１のレーザー
光のショット数（１０～１５）より少なくすることによって、照射時に発生しやすい微小



(8) JP 4230160 B2 2009.2.25

10

20

30

40

50

な穴を低減し、且つ、ショット数を同じにした場合と同等の平坦性が得られることを見出
した。また、ショット数を少なくすることによってレーザー処理時間を短縮することがで
きる。また、第１のレーザー光のショット数を１２．６とし、第２のレーザー光のショッ
ト数を１２．６、８．４、６．３、５．０４、４．２と変化させて表面状態を観察したと
ころ、第１のレーザー光のショット数の半数より少ない場合にはレーザー光の縞が確認で
きることから、第２のレーザー光のショット数は、第１のレーザー光のショット数の半数
より多くすることが好ましい。
【００３８】
なお、本明細書中、レーザー光のショット数とは、ある点（領域）に照射されるレーザー
光の照射回数を指し、ビーム幅、スキャン速度、周波数、またはオーバーラップ率などで
決定される。また、線状のビームをあるスキャン方向に移動させているパルスとパルスの
間、即ち、一つのショットと次のショットの間にオーバーラップする部分があり、その重
なる比率がオーバーラップ率である。なお、オーバーラップ率が１００％に近ければ近い
ほどショット数は多く、離れれば離れるほどショット数は少なくなり、スキャン速度が速
ければ速いほどショット数は少なくなる。
【００３９】
以下の実験を行った。
【００４０】
ガラス基板上に膜厚１５０ｎｍの下地絶縁膜（膜厚５０ｎｍの第１酸化窒化シリコン膜と
膜厚１００ｎｍの第２酸化窒化シリコン膜）を形成し、下地絶縁膜上に５４ｎｍの非晶質
シリコン膜をプラズマＣＶＤ法にて形成した。次いで、オゾン水で非晶質シリコン膜表面
に酸化膜を形成した後、重量換算で１０ppmのニッケルを含む酢酸ニッケル塩溶液をスピ
ナーで塗布する。次いで、熱処理（５００℃の熱処理１時間と、５５０℃の熱処理４時間
）を行い、結晶化を行った。
【００４１】
次いで、表面を洗浄して自然酸化膜等を除去した後、結晶化率（膜の全体積における結晶
成分の割合）を高め、結晶粒内に残される欠陥を補修するために、レーザー光（第１のレ
ーザー光：エネルギー密度４９３ｍＪ／ｃｍ2、ショット数１１．７、オーバーラップ率
９２％、ビーム幅３９０μｍ、ビーム長１２ｃｍ、スキャン速度１ｍｍ／sec、周波数３
０Hz）を大気下で照射した。この後、ゲッタリングを行い、ＴＦＴを作製したものをリフ
ァレンス（Ｒeｆ）とする。
【００４２】
また、上記第１のレーザー光を照射した後、フッ酸を含むエッチャントで酸化膜（レーザ
ー光による酸化膜）を除去し、窒素雰囲気下で第２のレーザー光（エネルギー密度５１２
ｍＪ／ｃｍ2、ショット数１１．７、オーバーラップ率９２％、ビーム幅３９０μｍ、ビ
ーム長１２ｃｍ、スキャン速度１ｍｍ／sec、周波数３０Hz）を照射して表面の凹凸を平
坦化した。この後、ゲッタリングを行い、ＴＦＴを作製したものをサンプルＷＬＣとする
。
【００４３】
また、上記第１のレーザー光（ショット数１１．７）を照射した後、フッ酸を含むエッチ
ャントで酸化膜（レーザー光による酸化膜）を除去し、窒素雰囲気下で第２のレーザー光
（エネルギー密度５１２ｍＪ／ｃｍ2、ショット数５．８５、オーバーラップ率８２．９
％、ビーム幅３９０μｍ、ビーム長１２ｃｍ、スキャン速度２ｍｍ／sec、周波数３０Hz
）を照射して表面の凹凸を平坦化した。この後、ゲッタリングを行い、ＴＦＴを作製した
ものをサンプル１１．７／５．９ＷＬＣとする。
【００４４】
上記３つの条件により得られたＴＦＴ（Ｌ／Ｗ＝１０μｍ／８μｍ）のＳ値（サブスレッ
シュルド係数）、Shift－１（Ｉ―Ｖカーブの立ち上がりの電圧値）、Ｖｔｈ（Ｉ－Ｖ特
性グラフにおける立ち上がり点での電圧値）をそれぞれ１００点測定し、それらの標準偏
差を求めたグラフを図２４、図２５に示す。図２４はｎチャネル型ＴＦＴ、図２５はｐチ
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ャネル型ＴＦＴである。
【００４５】
図２４、図２５から、ショット数の同じレーザーを２回照射したサンプルＷＬＣは、リフ
ァレンスに比べてＳ値、Shift－１、Ｖｔｈのバラツキが大きいことが読み取れる。一方
、２回目のレーザー光のショット数を半分にしたサンプル１１．７／５．９ＷＬＣは、サ
ンプルＷＬＣよりもバラツキを低減できることが確認できた。
【００４６】
さらに、上記３つの条件により得られたｎチャネル型ＴＦＴのゲート電圧を４０Ｖとした
場合のゲートリーク電流（オフ電流とも呼べる）を測定した。また、ＴＦＴサイズは、Ｌ
／Ｗ＝１０μｍ／８μｍと、Ｌ／Ｗ＝１０μｍ／２００μｍの２つを測定した。これらの
結果を図２６に示す。２回目のレーザー光のショット数を半分にしても、ショット数の同
じレーザーを２回照射したサンプルＷＬＣと同程度にゲートリーク電流を低減することが
できることが確認できる。
【００４７】
他の発明の構成２は、
絶縁表面上に非晶質構造を有する第１の半導体膜を形成する第１工程と、
前記非晶質構造を有する第１の半導体膜に金属元素を添加する第２工程と、
前記第１の半導体膜を加熱処理した後、第１のレーザー光を照射して結晶構造を有する第
１の半導体膜及び該膜上に酸化膜を形成する第３工程と、
前記結晶構造を有する半導体膜の表面をオゾンを含む溶液で酸化する第４工程と、
前記酸化膜上に希ガス元素を含む第２の半導体膜を形成する第５工程と、
前記第２の半導体膜に前記金属元素をゲッタリングして結晶構造を有する第１の半導体膜
中の前記金属元素を除去または低減する第６工程と、
前記第２の半導体膜を除去する第７工程と、
前記酸化膜を除去する第８工程と、
不活性気体雰囲気または真空中で第２のレーザー光を照射して前記第１の半導体膜の表面
を平坦化する第９工程とを有することを特徴とする半導体装置の作製方法である。
【００４８】
上記構成２のように、シリコンの結晶化を助長する金属元素を用いて結晶化に要する時間
の短縮、或いは結晶化に要する加熱温度の低減を図り、ゲッタリングを行った後に第２の
レーザー光を照射して平坦化を行い、膜中の希ガス元素を低減することは、極めて有用で
ある。
【００４９】
上記構成２において、前記第６工程は、炉を用いて行われる熱処理、或いは前記半導体膜
に強光を照射する処理、或いは、熱処理を行い、且つ、前記半導体膜に強光を照射する処
理であることを特徴としている。
【００５０】
なお、上記強光は、ハロゲンランプ、メタルハライドランプ、キセノンアークランプ、カ
ーボンアークランプ、高圧ナトリウムランプ、または高圧水銀ランプから射出された光で
あることを特徴としている。
【００５１】
また、上記構成２において、前記第９工程における第２のレーザー光のエネルギー密度は
、前記第３工程における第１のレーザー光のエネルギー密度より高いことを特徴としてい
る。
【００５２】
また、上記構成２において、前記第９工程における第２のレーザー光のショット数は、前
記第２工程における第１のレーザー光のショット数より少なく、且つ、該第１のレーザー
光のショット数の半数より多いことを特徴としている。
【００５３】
他の発明の構成３は、
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絶縁表面上に非晶質構造を有する第１の半導体膜を形成する第１工程と、
前記非晶質構造を有する第１の半導体膜に金属元素を添加する第２工程と、
前記第１の半導体膜を加熱処理した後、第１のレーザー光を照射して結晶化を行い、結晶
構造を有する第１の半導体膜及び該膜上に酸化膜とを形成する第３工程と、
前記酸化膜を除去する第４工程と、
不活性気体雰囲気または真空中で第２のレーザー光を照射して前記第１の半導体膜の表面
を平坦化する第５工程と、
前記結晶構造を有する第１の半導体膜の表面にバリア層を形成する第６の工程と、
前記バリア層上に希ガス元素を含む第２の半導体膜を形成する第７工程と、
前記第２の半導体膜に前記金属元素をゲッタリングして結晶構造を有する第１の半導体膜
中の前記金属元素を除去または低減する第８工程と、
前記第２の半導体膜を除去する第９工程とを有することを特徴とする半導体装置の作製方
法である。
【００５４】
また、上記構成３のように、シリコンの結晶化を助長する金属元素を用いて結晶化に要す
る時間の短縮、或いは結晶化に要する加熱温度の低減を図り、ゲッタリングを行う前に第
２のレーザー光を照射して平坦化を行い、金属元素が偏析しやすいリッジを低減すること
は、極めて有用である。
【００５５】
また、上記構成３において、前記バリア層を形成する第６の工程は、オゾンを含む溶液で
前記結晶構造を有する半導体膜の表面を酸化する工程、或いは、紫外線の照射で前記結晶
構造を有する半導体膜の表面を酸化する工程、或いは、レーザー光の照射により前記結晶
構造を有する半導体膜の表面を酸化した後、さらにオゾンを含む溶液で前記結晶構造を有
する半導体膜の表面を酸化する工程、或いはこれらを組み合わせた工程であることを特徴
としている。
【００５６】
また、上記構成３において、前記第８工程は、炉を用いて行われる熱処理、或いは前記半
導体膜に強光を照射する処理、或いは、熱処理を行い、且つ、前記半導体膜に強光を照射
する処理であることを特徴としている。
【００５７】
また、上記構成３において、前記第４工程は、前記第３工程で形成される酸化膜を除去し
た後、前記第３工程における第１のレーザー光のショット数より少なく、且つ、該第１の
レーザー光のショット数の半数より多い第２のレーザー光を照射することを特徴としてい
る。
【００５８】
なお、上記強光は、ハロゲンランプ、メタルハライドランプ、キセノンアークランプ、カ
ーボンアークランプ、高圧ナトリウムランプ、または高圧水銀ランプから射出された光で
あることを特徴としている。
【００５９】
また、上記構成１乃至３のいずれか一において、前記不活性気体雰囲気は、窒素雰囲気で
あることを特徴としている。
【００６０】
また、上記構成２または上記構成３において、第３工程における加熱処理は、熱処理また
は強光の照射であることを特徴としている。
【００６１】
また、上記構成２または上記構成３において、前記第２の半導体膜は、希ガス元素を含む
雰囲気中で半導体をターゲットとするスパッタ法により形成することを特徴としている。
また、第２の半導体膜は、プラズマＣＶＤ法または減圧熱ＣＶＤ法で半導体膜を形成する
工程と、該半導体膜に希ガス元素を添加する工程とによって形成してもよい。また、プラ
ズマＣＶＤ法または減圧熱ＣＶＤ法で希ガス元素を含む第２の半導体膜を成膜してもよい
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。
【００６２】
また、上記構成２または上記構成３において、前記第２の半導体膜は、希ガス元素を含む
雰囲気中でリンまたはボロンを含む半導体をターゲットとするスパッタ法により形成して
もよい。
【００６３】
また、上記構成２または上記構成３において、前記金属元素はＦｅ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｒｕ、
Ｒｈ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｕから選ばれた一種または複数種であることを
特徴としている。中でもシリコンの結晶化を助長する上で、Ｎｉが最適である。
【００６４】
また、上記構成２または上記構成３において、前記希ガス元素はＨｅ、Ｎｅ、Ａｒ、Ｋｒ
、Ｘｅから選ばれた一種または複数種であることを特徴としている。中でも安価なガスで
あるＡｒが最適である。
【００６５】
また、上記構成１乃至３のいずれか一において、前記不活性気体雰囲気または真空中での
第２のレーザー光を選択的に照射してもよい。例えば、画素部と駆動回路とを同一基板上
に形成する場合、オフ電流の低減およびそのバラツキが重要視される画素部のみに前記不
活性気体雰囲気または真空中での第２のレーザー光を選択的に照射して平坦化してもよい
。
【００６６】
また、上記第１のレーザー光及び上記第２のレーザー光としては、エキシマレーザー等の
気体レーザーや、ＹＶＯ4レーザーやＹＡＧレーザーなどの固体レーザーや、半導体レー
ザーを用いればよい。また、レーザー発振の形態は、連続発振、パルス発振のいずれでも
よく、レーザービームの形状も線状、矩形状、円状、楕円状のいずれでもよい。また、使
用する波長は、基本波、第２高調波、第３高調波のいずれでもよく、適宜選択すればよい
。また、走査方法は、縦方向、横方向、斜め方向のいずれでもよく、さらに往復させても
よい。
【００６７】
また、上記第２のレーザー光を照射することによって、下地膜や基板の凹凸と無関係に平
坦化することができる。従って、半導体膜の形成前に基板上に微小なゴミなどが付着して
しまっても、第２のレーザー光を照射することによって半導体膜表面を平坦なものとする
ことができる。
【００６８】
【発明の実施の形態】
本発明の実施形態について、以下に説明する。
【００６９】
本発明は、絶縁表面上に非晶質構造を有する半導体膜を形成するプロセスと、該半導体膜
に結晶化を助長する金属元素を添加するプロセスと、加熱処理を行い結晶構造を有する半
導体膜を形成するプロセスと、該半導体膜の結晶性を高める第１のレーザー光を大気また
は酸素雰囲気で照射して酸化膜を形成するプロセスと、該酸化膜を除去するプロセスと、
第１のレーザー光より高いエネルギー密度、例えば３０ｍＪ／ｃｍ2～６０ｍＪ／ｃｍ2の
分だけ高いエネルギー密度を有する第２のレーザー光を不活性気体雰囲気または真空で照
射して半導体膜表面を平坦化するプロセスと、ゲッタリングして結晶構造を有する半導体
膜中の金属元素を除去または低減するプロセスとを有している。なお第２のレーザー光を
照射して半導体表面を平坦化するプロセスは、ゲッタリングを行った後であってもよいし
、結晶構造を有する半導体膜を所望の形状にパターニングした後に行ってもよい。
【００７０】
以下に本発明を用いた代表的なＴＦＴの作製手順を簡略に図１～図３を用いて示す。
【００７１】
（実施の形態１）
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図１（Ａ）中、１００は、絶縁表面を有する基板、１０１はブロッキング層となる絶縁膜
、１０２は非晶質構造を有する半導体膜である。
【００７２】
図１（Ａ）において、基板１００はガラス基板、石英基板、セラミック基板などを用いる
ことができる。また、シリコン基板、金属基板またはステンレス基板の表面に絶縁膜を形
成したものを用いても良い。また、本工程の処理温度に耐えうる耐熱性を有するプラスチ
ック基板を用いてもよい。
【００７３】
まず、図１（Ａ）に示すように基板１００上に酸化シリコン膜、窒化シリコン膜または酸
化窒化シリコン膜（ＳｉＯxＮy）等の絶縁膜から成る下地絶縁膜１０１を形成する。代表
的な一例は下地絶縁膜１０１として２層構造から成り、ＳｉＨ4、ＮＨ3、及びＮ2Ｏを反
応ガスとして成膜される第１酸化窒化シリコン膜を５０～１００ｎｍ、ＳｉＨ4、及びＮ2

Ｏを反応ガスとして成膜される第２酸化窒化シリコン膜を１００～１５０ｎｍの厚さに積
層形成する構造が採用される。また、下地絶縁膜１０１の一層として膜厚１０ｎｍ以下の
窒化シリコン膜（ＳｉＮ膜）、或いは第２酸化窒化シリコン膜（ＳｉＮxＯy膜（Ｘ≫Ｙ）
）を用いることが好ましい。ゲッタリングの際、ニッケルは酸素濃度の高い領域に移動し
やすい傾向があるため、半導体膜と接する下地絶縁膜を窒化シリコン膜とすることは極め
て有効である。また、第１酸化窒化シリコン膜、第２酸化窒化シリコン膜、窒化シリコン
膜とを順次積層した３層構造を用いてもよい。
【００７４】
次いで、下地絶縁膜上に非晶質構造を有する第１の半導体膜１０２を形成する。第１の半
導体膜１０２は、シリコンを主成分とする半導体材料を用いる。代表的には、非晶質シリ
コン膜又は非晶質シリコンゲルマニウム膜などが適用され、プラズマＣＶＤ法や減圧ＣＶ
Ｄ法、或いはスパッタ法で１０～１００nmの厚さに形成する。後の結晶化で良質な結晶構
造を有する半導体膜を得るためには、非晶質構造を有する第１の半導体膜１０２の膜中に
含まれる酸素、窒素などの不純物濃度を５×１０18/cm3（二次イオン質量分析法（ＳＩＭ
Ｓ）にて測定した原子濃度）以下に低減させておくと良い。これらの不純物は後の結晶化
を妨害する要因となり、また、結晶化後においても捕獲中心や再結合中心の密度を増加さ
せる要因となる。そのために、高純度の材料ガスを用いることはもとより、反応室内の鏡
面処理（電界研磨処理）やオイルフリーの真空排気系を備えた超高真空対応のＣＶＤ装置
を用いることが望ましい。
【００７５】
次いで、非晶質構造を有する第１の半導体膜１０２を結晶化させる技術としてここでは特
開平8-78329号公報記載の技術を用いて結晶化させる。同公報記載の技術は、非晶質シリ
コン膜（アモルファスシリコン膜とも呼ばれる）に対して結晶化を助長する金属元素を選
択的に添加し、加熱処理を行うことで添加領域を起点として広がる結晶構造を有する半導
体膜を形成するものである。まず、非晶質構造を有する第１の半導体膜１０２の表面に、
結晶化を促進する触媒作用のある金属元素（ここでは、ニッケル）を重量換算で１～１０
０ppm含む酢酸ニッケル塩溶液をスピナーで塗布してニッケル含有層１０３を形成する。
（図１（Ｂ））塗布によるニッケル含有層１０３の形成方法以外の他の手段として、スパ
ッタ法、蒸着法、またはプラズマ処理により極薄い膜を形成する手段を用いてもよい。ま
た、ここでは、全面に塗布する例を示したが、マスクを形成して選択的にニッケル含有層
を形成してもよい。
【００７６】
次いで、加熱処理を行い、結晶化を行う。この場合、結晶化は半導体の結晶化を助長する
金属元素が接した半導体膜の部分でシリサイドが形成され、それを核として結晶化が進行
する。こうして、図１（Ｃ）に示す結晶構造を有する第１の半導体膜１０４ａが形成され
る。なお、結晶化後での第１の半導体膜１０４ａに含まれる酸素濃度は、５×１０18／ｃ
ｍ3以下とすることが望ましい。ここでは、脱水素化のための熱処理（４５０℃、１時間
）の後、結晶化のための熱処理（５５０℃～６５０℃で４～２４時間）を行う。また、強
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光の照射により結晶化を行う場合は、赤外光、可視光、または紫外光のいずれか一または
それらの組み合わせを用いることが可能であるが、代表的には、ハロゲンランプ、メタル
ハライドランプ、キセノンアークランプ、カーボンアークランプ、高圧ナトリウムランプ
、または高圧水銀ランプから射出された光を用いる。ランプ光源は、１～６０秒、好まし
くは３０～６０秒点灯させ、それを１回～１０回繰り返し、半導体膜が瞬間的に６００～
１０００℃程度にまで加熱すればよい。なお、必要であれば、強光を照射する前に非晶質
構造を有する第１の半導体膜１０２に含有する水素を放出させる熱処理を行ってもよい。
また、熱処理と強光の照射とを同時に行って結晶化を行ってもよい。生産性を考慮すると
、結晶化は強光の照射により結晶化を行うことが望ましい。
【００７７】
このようにして得られる第１の半導体膜１０４ａには、金属元素（ここではニッケル）が
残存している。それは膜中において一様に分布していないにしろ、平均的な濃度とすれば
、１×１０19/cm3を越える濃度で残存している。勿論、このような状態でもＴＦＴをはじ
め各種半導体素子を形成することが可能であるが、以降に示す方法で当該元素を除去する
。
【００７８】
次いで、結晶化率（膜の全体積における結晶成分の割合）を高め、結晶粒内に残される欠
陥を補修するために、結晶構造を有する第１の半導体膜１０４ａに対してレーザー光（第
１のレーザー光）を大気または酸素雰囲気で照射する。レーザー光（第１のレーザー光）
を照射した場合、表面に凹凸が形成されるとともに薄い酸化膜１０５ａが形成される。（
図１（Ｄ））このレーザー光（第１のレーザー光）にはパルス発振型または連続発振型で
ある波長４００nm以下のエキシマレーザーやＹＡＧレーザーやＹＶＯ4レーザー、ＹＬＦ
レーザ、ＹＡｌＯ3レーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、アレキサンドライドレーザ、
Ｔｉ：サファイアレーザなどを用いることができる。また、エキシマレーザー光に代えて
紫外光ランプから発する光を用いてもよい。
【００７９】
これらのレーザーを用いる場合には、レーザー発振器から放射されたレーザー光を光学系
で線状に集光し半導体膜に照射する方法を用いると良い。結晶化の条件は実施者が適宣選
択するものであるが、パルス発振型のエキシマレーザーを用いる場合はパルス発振周波数
３０Ｈｚとし、レーザーエネルギー密度を１００～４００mJ/cm2(代表的には２００～３
００mJ/cm2)とする。また、パルス発振型のＹＡＧレーザーやＹＶＯ4レーザーを用いる場
合にはその第２高調波または第３高調波を用いパルス発振周波数１～１０ｋＨｚとし、レ
ーザーエネルギー密度を３００～６００mJ/cm2(代表的には３５０～５００mJ/cm2)とする
と良い。そして幅１００～１０００μｍ、例えば４００μｍで線状に集光したレーザー光
を基板全面に渡って照射し、この時の線状レーザー光の重ね合わせ率（オーバーラップ率
）を８０～９８％として行えばよい。
【００８０】
また、ＹＶＯ4レーザで代表される連続発振型のレーザーを用いる場合、出力１０Ｗの連
続発振のＹＶＯ4レーザから射出されたレーザ光を非線形光学素子により高調波（第２高
調波～第４高調波）に変換する。また、共振器の中にＹＶＯ4結晶と非線形光学素子を入
れて、高調波を射出する方法もある。そして、好ましくは光学系により照射面にて矩形状
または楕円形状のレーザ光に成形して、被処理体に照射する。このときのエネルギー密度
は０．０１～１００ＭＷ／ｃｍ2程度（好ましくは０．１～１０ＭＷ／ｃｍ2）が必要であ
る。そして、０．５～２０００ｃｍ／ｓ程度の速度でレーザ光に対して相対的に半導体膜
を移動させて照射すればよい。
【００８１】
さらに、オゾン含有水溶液（代表的にはオゾン水）で酸化膜（ケミカルオキサイドと呼ば
れる）を形成して合計１～１０ｎｍの酸化膜からなるバリア層１０５ｂを形成し、このバ
リア層１０５ｂ上に希ガス元素を含む第２の半導体膜１０６を形成する。（図１（Ｅ））
なお、ここでは、結晶構造を有する第１の半導体膜１０４ａに対してレーザー光を照射し
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た場合に形成される酸化膜１０５ａもバリア層の一部と見なしている。このバリア層１０
５ｂは、後の工程で第２の半導体膜１０６のみを選択的に除去する際にエッチングストッ
パーとして機能する。また、オゾン含有水溶液に代えて、硫酸、塩酸、硝酸などと過酸化
水素水を混合させた水溶液で処理しても同様にケミカルオキサイドを形成することができ
る。また、他のバリア層１０５ｂの形成方法としては、酸素雰囲気下の紫外線の照射でオ
ゾンを発生させて前記結晶構造を有する半導体膜の表面を酸化して形成してもよい。また
、他のバリア層１０５ｂの形成方法としては、プラズマＣＶＤ法やスパッタ法や蒸着法な
どで１～１０ｎｍ程度の酸化膜を堆積してバリア層としても良い。
【００８２】
バリア層の形成にプラズマＣＶＤ法やスパッタ法や蒸着法などを用いる場合には、前記結
晶構造を有する半導体膜の表面を洗浄し、自然酸化膜やレーザー光の照射により形成され
た酸化膜などを除去した後で形成することが望ましい。
【００８３】
また、バリア層の形成にプラズマＣＶＤ法を用いる場合、原料ガスとしてシラン系ガス（
モノシラン、ジシラン、トリシラン等）と窒素酸化物系ガス（ＮＯｘで表記されるガス）
を用いる。例えば、原料ガスとしてモノシラン（ＳｉＨ4）と亜酸化窒素（Ｎ2Ｏ）、或い
は、ＴＥＯＳガスとＮ2Ｏ、或いはＴＥＯＳガスとＮ2ＯとＯ2を用い、１０ｎｍ以下、好
ましくは５ｎｍ以下の酸化窒化シリコン膜を形成する。この酸化窒化シリコン膜は、オゾ
ン含有水溶液（代表的にはオゾン水）で得られる酸化膜（ケミカルオキサイドと呼ばれる
）や、酸素雰囲気下の紫外線の照射でオゾンを発生させて結晶構造を有する半導体膜の表
面を酸化して得られる酸化膜と比較して、結晶構造を有する第１の半導体膜との密着性が
高く、後の工程（第２の半導体膜の形成）でピーリングが発生しない。さらに密着性を高
くするために、バリア層の形成前にアルゴンプラズマ処理を行ってもよい。また、ゲッタ
リングさせる工程においても、上記膜厚範囲の酸化窒化シリコン膜であれば、金属元素が
バリア層を通過してゲッタリングサイトに移動させることができる。
【００８４】
また、他のバリア層１０５の形成方法としては、クリーンオーブンを用い、２００～３５
０℃程度に加熱して薄い酸化膜を形成しても良い。なお、バリア層１０５ｂは、上記方法
のいずれか一の方法、またはそれらの方法を組み合わせて形成されたものであれば特に限
定されないが、後のゲッタリングで第１の半導体膜中のニッケルが第２の半導体膜に移動
可能な膜質または膜厚とすることが必要である。
【００８５】
ここでは、希ガス元素を含む第２の半導体膜１０６をスパッタ法にて形成し、ゲッタリン
グサイトを形成する。（図１（Ｅ））なお、第１の半導体膜には希ガス元素が添加されな
いようにスパッタ条件を適宜調節することが望ましい。希ガス元素としてはヘリウム（Ｈ
ｅ）、ネオン（Ｎｅ）、アルゴン（Ａｒ）、クリプトン（Ｋｒ）、キセノン（Ｘｅ）から
選ばれた一種または複数種を用いる。中でも安価なガスであるアルゴン（Ａｒ）が好まし
い。ここでは希ガス元素を含む雰囲気でシリコンからなるターゲットを用い、第２の半導
体膜を形成する。膜中に不活性気体である希ガス元素イオンを含有させる意味は二つある
。一つはダングリングボンドを形成し半導体膜に歪みを与えることであり、他の一つは半
導体膜の格子間に歪みを与えることである。半導体膜の格子間に歪みを与えるにはアルゴ
ン（Ａｒ）、クリプトン（Ｋｒ）、キセノン（Ｘｅ）などシリコンより原子半径の大きな
元素を用いた時に顕著に得られる。また、膜中に希ガス元素を含有させることにより、格
子歪だけでなく、不対結合手も形成させてゲッタリング作用に寄与する。
【００８６】
また、一導電型の不純物元素であるリンを含むターゲットを用いて第２の半導体膜を形成
した場合、希ガス元素によるゲッタリングに加え、リンのクーロン力を利用してゲッタリ
ングを行うことができる。
【００８７】
また、ゲッタリングの際、ニッケルは酸素濃度の高い領域に移動しやすい傾向があるため
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、第２の半導体膜１０６に含まれる酸素濃度は、第１の半導体膜に含まれる酸素濃度より
高い濃度、例えば５×１０18／ｃｍ3以上とすることが望ましい。
【００８８】
次いで、加熱処理を行い、第１の半導体膜中における金属元素（ニッケル）の濃度を低減
、あるいは除去するゲッタリングを行う。（図１（Ｆ））ゲッタリングを行う加熱処理と
しては、強光を照射する処理または熱処理を行えばよい。このゲッタリングにより、図１
（Ｆ）中の矢印の方向（即ち、基板側から第２の半導体膜表面に向かう方向）に金属元素
が移動し、バリア層１０５ｂで覆われた第１の半導体膜１０４ａに含まれる金属元素の除
去、または金属元素の濃度の低減が行われる。金属元素がゲッタリングの際に移動する距
離は、少なくとも第１の半導体膜の厚さ程度の距離であればよく、比較的短時間でゲッタ
リングを完遂することができる。ここでは、ニッケルが第１の半導体膜１０４ａに偏析し
ないよう全て第２の半導体膜１０６に移動させ、第１の半導体膜１０４ａに含まれるニッ
ケルがほとんど存在しない、即ち膜中のニッケル濃度が１×１０18／ｃｍ3以下、望まし
くは１×１０17／ｃｍ3以下になるように十分ゲッタリングする。
【００８９】
また、このゲッタリングの加熱処理の条件によっては、ゲッタリングと同時に第１の半導
体膜の結晶化率を高め、結晶粒内に残される欠陥を補修する、即ち結晶性の改善を行うこ
とができる。
【００９０】
本明細書において、ゲッタリングとは、被ゲッタリング領域（ここでは第１の半導体膜）
にある金属元素が熱エネルギーにより放出され、拡散によりゲッタリングサイトに移動す
ることを指している。従って、ゲッタリングは処理温度に依存し、より高温であるほど短
時間でゲッタリングが進むことになる。
【００９１】
また、このゲッタリングの加熱処理として強光を照射する処理を用いる場合は、加熱用の
ランプ光源を１～６０秒、好ましくは３０～６０秒点灯させ、それを１～１０回、好まし
くは２～６回繰り返す。ランプ光源の発光強度は任意なものとするが、瞬間的には６００
～１０００℃、好ましくは７００～７５０℃程度に半導体膜が加熱されるようにする。
【００９２】
また、熱処理で行う場合は、窒素雰囲気中で４５０～８００℃、１～２４時間、例えば５
５０℃にて１４時間の熱処理を行えばよい。また、熱処理に加えて強光を照射してもよい
。
【００９３】
次いで、バリア層１０５ｂをエッチングストッパーとして、１０６で示した第２の半導体
膜のみを選択的に除去した後、酸化膜からなるバリア層１０５ｂを除去する。第２の半導
体膜のみを選択的にエッチングする方法としては、ＣｌＦ3によるプラズマを用いないド
ライエッチング、或いはヒドラジンや、テトラエチルアンモニウムハイドロオキサイド（
化学式 （ＣＨ3）4ＮＯＨ）を含む水溶液などアルカリ溶液によるウエットエッチングで
行うことができる。また、第２の半導体膜を除去した後、バリア層の表面をＴＸＲＦでニ
ッケル濃度を測定したところ、ニッケルが高濃度で検出されるため、バリア層は除去する
ことが望ましく、フッ酸を含むエッチャントにより除去すれば良い。
【００９４】
次いで、結晶構造を有する第１の半導体膜に対してレーザー光（第２のレーザー光）を窒
素雰囲気または真空で照射する。レーザー光（第２のレーザー光）を照射した場合、第１
のレーザー光の照射により形成された凹凸の高低差（Ｐ―Ｖ値:Peak to Valley、高さの
最大値と最小値の差分）が低減、即ち、平坦化される。（図１（Ｇ））ここで、凹凸のＰ
―Ｖ値は、ＡＦＭ（原子間力顕微鏡）により観察すればよい。ＡＦＭは、表面粗さを示す
他の指標として、中心線平均粗さ（Ｒａ）や２乗平均平方根粗さ（Ｒｍｓ）や十点平均面
粗さ（Ｒｚ）や平均傾斜角（Δａ）も測定することが可能である。具体的には、第１のレ
ーザー光の照射により形成された凹凸のＰ―Ｖ値が８０ｎｍ～１００ｎｍ程度であった表
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面は、第２のレーザー光の照射により表面における凸凹のＰ―Ｖ値を４０ｎｍ以下、好ま
しくは３０ｎｍ以下とすることができる。また、表面におけるＲａが１０ｎｍ前後であっ
た表面は、第２のレーザー光の照射により表面におけるＲａを２ｎｍ以下とすることがで
きる。また、表面におけるＲｍｓが１０ｎｍ前後であった表面は、第２のレーザー光の照
射により表面におけるＲｍｓを２ｎｍ以下とすることができる。また、表面におけるＲｚ
が７０ｎｍ前後であった表面は、第２のレーザー光の照射により表面におけるＲｚを２０
ｎｍ以下とすることができる。また、表面におけるΔａが２°前後であった表面は、第２
のレーザー光の照射により表面におけるΔａを１°以下とすることができる。
【００９５】
なお、上記数値（Ｐ―Ｖ値、Ｒａ、Ｒｍｓ、Ｒｚ、Δａ）は、４μｍ×４μｍ、もしくは
５０μｍ×５０μｍの面積を有するエリア範囲で測定した場合の値である。
【００９６】
このレーザー光（第２のレーザー光）には波長４００nm以下のエキシマレーザー光や、Ｙ
ＡＧレーザーの第２高調波、第３高調波を用いる。また、エキシマレーザー光に代えて紫
外光ランプから発する光を用いてもよい。
【００９７】
本発明者らは、以下に示す実験を行った。
【００９８】
（実験）
まず、ガラス基板上に下地絶縁膜（酸化窒化シリコン膜、膜厚１５０ｎｍ）を形成し、そ
の上にプラズマＣＶＤ法により膜厚５４ｎｍの非晶質シリコン膜を形成した試料を用意し
た。次いで、ニッケルを重量換算で１０ｐｐｍ含む溶液を塗布した後、５００℃、１時間
の熱処理を行った後、さらに５５０℃、４時間の熱処理を行って結晶化させて結晶構造を
有するシリコン膜を形成した。次いで、希フッ酸で半導体膜の表面を洗浄した後、大気ま
たは酸素雰囲気で第１のレーザー光（エキシマレーザ）を照射する。ここでの第１のレー
ザー光におけるエネルギー密度は４７６ｍＪ／ｃｍ2とした。次いで、第１のレーザー光
照射の際に形成された酸化膜を希フッ酸で除去した後、第２のレーザー光のエネルギー密
度（４７６、５０７、５３７、５６７ｍＪ／ｃｍ2）の条件を振って窒素雰囲気でそれぞ
れ照射してＰ―Ｖ値を測定して比較を行った。
【００９９】
図１３に実験結果を示す。
【０１００】
図１３より、第２のレーザー光のエネルギー密度は、第１のレーザー光のエネルギー密度
より大きくし、好ましくは３０～６０ｍＪ／ｃｍ2大きくする。ただし、第２のレーザー
光のエネルギー密度が第１のレーザー光のエネルギー密度よりも９０ｍＪ／ｃｍ2以上大
きいエネルギー密度だと、表面の粗さが増大し、さらに結晶性の低下、或いは微結晶化し
てしまい、特性が悪化する傾向が見られた。
【０１０１】
なお、第２のレーザー光の照射は、第１のレーザー光のエネルギー密度よりも高いが、照
射前後で結晶性はほとんど変化しない。また、粒径などの結晶状態もほとんど変化しない
。即ち、この第２のレーザー光の照射では平坦化のみが行われていると思われる。
【０１０２】
結晶構造を有する半導体膜が第２のレーザー光の照射により平坦化されたメリットは非常
に大きい。具体的には、平坦性が向上したことによって、後に形成されるゲート絶縁膜を
薄くすることが可能となり、ＴＦＴのオン電流値を向上させることができる。また、平坦
性が向上したことによって、ＴＦＴを作製した場合、オフ電流を低減することができる。
【０１０３】
また、第２のレーザー光を照射することによって、ゲッタリングサイトを形成する際に第
１の半導体膜にも添加されてしまった場合、結晶構造を有する半導体膜中の希ガス元素を
除去または低減する効果も得られる。
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【０１０４】
次いで、平坦化された第１の半導体膜１０４ｂを公知のパターニング技術を用いて所望の
形状の半導体層１０７を形成する。（図２（Ａ））また、レジストからなるマスクを形成
する前に、オゾン水で表面に薄い酸化膜を形成することが望ましい。
【０１０５】
次いで、半導体層の表面をフッ酸を含むエッチャントで洗浄した後、ゲート絶縁膜１０８
となる珪素を主成分とする絶縁膜を形成する。この表面洗浄とゲート絶縁膜の形成は、大
気にふれさせずに連続的に行うことが望ましい。
【０１０６】
次いで、ゲート絶縁膜１０８の表面を洗浄した後、ゲート電極１０９を形成する。次いで
、半導体にｎ型を付与する不純物元素（Ｐ、Ａｓ等）、ここではリンを適宜添加して、ソ
ース領域１１０及びドレイン領域１１１を形成する。添加した後、不純物元素を活性化す
るために加熱処理、強光の照射、またはレーザー光の照射を行う。また、活性化と同時に
ゲート絶縁膜へのプラズマダメージやゲート絶縁膜と半導体層との界面へのプラズマダメ
ージを回復することができる。特に、室温～３００℃の雰囲気中において、表面または裏
面からＹＡＧレーザーの第２高調波を照射して不純物元素を活性化させることは非常に有
効である。ＹＡＧレーザーはメンテナンスが少ないため好ましい活性化手段である。
【０１０７】
以降の工程は、層間絶縁膜１１３を形成し、水素化を行って、ソース領域、ドレイン領域
に達するコンタクトホールを形成し、ソース電極１１４、ドレイン電極１１５を形成して
ＴＦＴ（ｎチャネル型ＴＦＴ）を完成させる。（図２（Ｂ））
【０１０８】
こうして得られたＴＦＴのチャネル形成領域１１２に含まれる金属元素の濃度は１×１０
17／ｃｍ3未満とすることができる。また、こうして得られたＴＦＴの半導体表面におけ
る平坦性は、上記本工程により飛躍的に向上されたため、オフ電流値が低減し、オフ電流
値のバラツキも低減する。
【０１０９】
また、本発明は図２（Ｂ）のＴＦＴ構造に限定されず、必要があればチャネル形成領域と
ドレイン領域（またはソース領域）との間にＬＤＤ領域を有する低濃度ドレイン（ＬＤＤ
：Lightly Doped Drain）構造としてもよい。この構造はチャネル形成領域と、高濃度に
不純物元素を添加して形成するソース領域またはドレイン領域との間に低濃度に不純物元
素を添加した領域を設けたものであり、この領域をＬＤＤ領域と呼んでいる。さらにゲー
ト絶縁膜を介してＬＤＤ領域をゲート電極と重ねて配置させた、いわゆるＧＯＬＤ（Gate
-drain Overlapped LDD）構造としてもよい。
【０１１０】
また、ここではｎチャネル型ＴＦＴを用いて説明したが、ｎ型不純物元素に代えてｐ型不
純物元素を用いることによってｐチャネル型ＴＦＴを形成することができることは言うま
でもない。
【０１１１】
また、ここではトップゲート型ＴＦＴを例として説明したが、ＴＦＴ構造に関係なく本発
明を適用することが可能であり、例えばボトムゲート型（逆スタガ型）ＴＦＴや順スタガ
型ＴＦＴに適用することが可能である。
【０１１２】
また、ここでは希ガスを含む半導体膜を利用したゲッタリングを例として説明したが、本
発明により金属元素が偏析しやすいリッジを低減することができるため、ゲッタリング方
法に関係なく本発明は効果的であり、例えばリンを選択的に添加してゲッタリングサイト
を形成し、加熱処理を行うことによってゲッタリングを行う方法等に適用することが可能
であり、同様にゲッタリング効果が向上することは言うまでもない。
【０１１３】
また、パターニング前に第２のレーザー光の照射を行わず、パターニングにより所望の形
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状の半導体層を形成した後に酸化膜を除去した後、不活性気体雰囲気または真空中で第２
のレーザー光の照射を行って平坦化してもよい。
【０１１４】
また、第２のレーザー光のショット数を第１のレーザー光のショット数よりも少なくする
ことで、処理時間を短縮するとともに、Ｓ値やＶｔｈのバラツキを低減させることができ
る。
【０１１５】
（実施の形態２）
ここでは、実施の形態１とは異なる工程順序で第２のレーザー光の照射を行う例を図３に
示す。
【０１１６】
まず、実施の形態１に従って、第１のレーザー光の照射を行う工程まで行う。なお、図３
（Ａ）は図１（Ａ）に対応し、図３（Ｂ）は図１（Ｂ）に対応し、図３（Ｃ）は図１（Ｃ
）に対応し、図３（Ｄ）は図１（Ｄ）に対応している。
【０１１７】
また、図３中、２００は基板、２０１はブロッキング層となる絶縁膜、２０２は非晶質構
造を有する半導体膜、２０３はニッケル含有層、２０４ａは結晶構造を有する半導体膜、
２０５ａは酸化膜である。
【０１１８】
次いで、第１のレーザー光の照射により形成された酸化膜２０５ａを除去する。（図３（
Ｅ））
【０１１９】
次いで、結晶構造を有する第１の半導体膜に対してレーザー光（第２のレーザー光）を窒
素雰囲気または真空で照射する。レーザー光（第２のレーザー光）を照射した場合、第１
のレーザー光の照射により形成された凹凸のＰ―Ｖ値が低減、即ち、平坦化される。（図
３（Ｆ））具体的には、第１のレーザー光の照射により形成された凹凸のＰ―Ｖ値が８０
ｎｍ～１００ｎｍであった表面は、第２のレーザー光の照射により表面における凸凹のＰ
―Ｖ値を４０ｎｍ以下、好ましくは３０ｎｍ以下とすることができる。このレーザー光（
第２のレーザー光）には波長４００nm以下のエキシマレーザー光や、ＹＡＧレーザーの第
２高調波、第３高調波を用いる。また、エキシマレーザー光に代えて紫外光ランプから発
する光を用いてもよい。なお、第２のレーザー光のエネルギー密度は、第１のレーザー光
のエネルギー密度より大きくし、好ましくは３０～６０ｍＪ／ｃｍ2大きくする。ただし
、第２のレーザー光のエネルギー密度が第１のレーザー光のエネルギー密度よりも９０ｍ
Ｊ／ｃｍ2以上大きいエネルギー密度だと、結晶性の低下、或いは微結晶化してしまい、
特性が悪化する。
【０１２０】
なお、第２のレーザー光の照射は、第１のレーザー光のエネルギー密度よりも高いが、照
射前後で結晶性はほとんど変化しない。また、粒径などの結晶状態もほとんど変化しない
。即ち、この第２のレーザー光の照射では平坦化のみが行われていると思われる。
【０１２１】
結晶構造を有する半導体膜が第２のレーザー光の照射により平坦化されたメリットは非常
に大きい。例えば、後に行われるゲッタリングの際、リッジにニッケルが偏析しやすい。
従って、ゲッタリングを行う前に第２のレーザー光の照射により予め表面を平坦化した後
、ゲッタリングを行うとゲッタリングの効果が増大する。或いは、第２のレーザー光の照
射により半導体膜中の金属元素、代表的には結晶化を助長するニッケル元素が分散されて
ゲッタリングの効果が増大する。
【０１２２】
また、基板内でゲッタリングが十分にされず、ゲッタリングにバラツキが生じると、各々
のＴＦＴ特性に若干の差、即ちバラツキが生じていた。透過型の液晶表示装置の場合、画
素部に配置されるＴＦＴに電気特性のバラツキがあれば、各画素電極に印加する電圧のバ



(19) JP 4230160 B2 2009.2.25

10

20

30

40

50

ラツキが生じ、そのため透過光量のバラツキも生じ、これが表示むらとなって観察者の目
に映ることになる。本発明はこれらの問題を解決することができる。
【０１２３】
また、平坦性が向上したことによって、後に形成されるゲート絶縁膜を薄くすることが可
能となり、ＴＦＴのオン電流値を向上させることができる。また、平坦性が向上したこと
によって、ＴＦＴを作製した場合、オフ電流を低減することができる。即ち、本発明によ
りＴＦＴのオンオフ比が大きくなる。
【０１２４】
次いで、オゾン含有水溶液（代表的にはオゾン水）で酸化膜（ケミカルオキサイドと呼ば
れる）を形成して１～１０ｎｍの酸化膜からなるバリア層２０５ｂを形成し、このバリア
層２０５ｂ上に希ガス元素を含む第２の半導体膜２０６を形成する。（図３（Ｇ））
【０１２５】
また、他のバリア層２０５ｂの形成方法としては、酸素雰囲気下の紫外線の照射でオゾン
を発生させて前記結晶構造を有する半導体膜の表面を酸化して形成してもよい。また、他
のバリア層２０５ｂの形成方法としては、プラズマＣＶＤ法やスパッタ法や蒸着法などで
１～１０ｎｍ程度の酸化膜を堆積してバリア層としても良い。また、他のバリア層２０５
ｂの形成方法としては、クリーンオーブンを用い、２００～３５０℃程度に加熱して薄い
酸化膜を形成しても良い。なお、バリア層２０５ｂは上記方法のいずれか一の方法、また
はそれらの方法を組み合わせて形成されたものであれば特に限定されないが、後のゲッタ
リングで第１の半導体膜中のニッケルが第２の半導体膜に移動可能な膜質または膜厚とす
ることが必要である。
【０１２６】
ここでは、希ガス元素を含む第２の半導体膜２０６をスパッタ法にて形成し、ゲッタリン
グサイトを形成する。希ガス元素としてはヘリウム（Ｈｅ）、ネオン（Ｎｅ）、アルゴン
（Ａｒ）、クリプトン（Ｋｒ）、キセノン（Ｘｅ）から選ばれた一種または複数種を用い
る。中でも安価なガスであるアルゴン（Ａｒ）が好ましい。ここでは希ガス元素を含む雰
囲気でシリコンからなるターゲットを用い、第２の半導体膜を形成する。膜中に不活性気
体である希ガス元素イオンを含有させる意味は二つある。一つはダングリングボンドを形
成し半導体膜に歪みを与えることであり、他の一つは半導体膜の格子間に歪みを与えるこ
とである。半導体膜の格子間に歪みを与えるにはアルゴン（Ａｒ）、クリプトン（Ｋｒ）
、キセノン（Ｘｅ）などシリコンより原子半径の大きな元素を用いた時に顕著に得られる
。また、膜中に希ガス元素を含有させることにより、格子歪だけでなく、不対結合手も形
成させてゲッタリング作用に寄与する。
【０１２７】
次いで、加熱処理を行い、第１の半導体膜中における金属元素（ニッケル）の濃度を低減
、あるいは除去するゲッタリングを行う。（図３（Ｈ））ゲッタリングを行う加熱処理と
しては、強光を照射する処理または熱処理を行えばよい。このゲッタリングにより、図３
（Ｈ）中の矢印の方向（即ち、基板側から第２の半導体膜表面に向かう方向）に金属元素
が移動し、バリア層２０５ｂで覆われた第１の半導体膜２０４ｂに含まれる金属元素の除
去、または金属元素の濃度の低減が行われる。金属元素がゲッタリングの際に移動する距
離は、少なくとも第１の半導体膜の厚さ程度の距離であればよく、比較的短時間でゲッタ
リングを完遂することができる。ここでは、ニッケルが第１の半導体膜２０４ｂに偏析し
ないよう全て第２の半導体膜２０６に移動させ、第１の半導体膜２０４ｂに含まれるニッ
ケルがほとんど存在しない、即ち膜中のニッケル濃度が１×１０18／ｃｍ3以下、望まし
くは１×１０17／ｃｍ3以下になるように十分ゲッタリングする。
【０１２８】
また、上記ゲッタリングの際、レーザー光の照射（第１のレーザー光及び第２のレーザー
光）によるダメージを修復することが同時に行われる。
【０１２９】
次いで、バリア層２０５ｂをエッチングストッパーとして、２０６で示した第２の半導体
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膜のみを選択的に除去した後、バリア層２０５ｂを除去し、第１の半導体膜２０４ｂを公
知のパターニング技術を用いて所望の形状の半導体層を形成する。
【０１３０】
以降の工程は、実施の形態１と同一の工程によりＴＦＴを完成させる。
【０１３１】
また、本実施の形態は実施の形態１と組み合わせることが可能である。また、他の公知の
ゲッタリング技術と組み合わせることが可能である。
【０１３２】
また、ゲッタリング前に第２のレーザー光の照射を行わず、所望の形状の半導体層を形成
した後に酸化膜を除去した後、不活性気体雰囲気または真空中で第２のレーザー光の照射
を行って平坦化してもよい。
【０１３３】
また、第２のレーザー光のショット数を第１のレーザー光のショット数よりも少なくする
ことで、処理時間を短縮するとともに、Ｓ値やＶｔｈのバラツキを低減させることができ
る。
【０１３４】
以上の構成でなる本発明について、以下に示す実施例でもってさらに詳細な説明を行うこ
ととする。
【０１３５】
（実施例）
［実施例１］
本発明の実施例を図４～図６を用いて説明する。ここでは、同一基板上に画素部と、画素
部の周辺に設ける駆動回路のＴＦＴ（ｎチャネル型ＴＦＴ及びｐチャネル型ＴＦＴ）を同
時に作製する方法について詳細に説明する。
【０１３６】
まず、上記実施の形態で示した方法でガラス基板３００上に下地絶縁膜３０１を形成し、
結晶構造を有する第１の半導体膜を得た後、所望の形状にエッチング処理して島状に分離
された半導体層３０２～３０６を形成する。
【０１３７】
なお、半導体層３０２～３０６を形成するまでの詳細な説明は、上記実施の形態１に示し
てあるので簡略して以下に説明する。
【０１３８】
本実施例では、ガラス基板上に設ける下地絶縁膜３０１として２層構造を用いるが、前記
絶縁膜の単層膜または２層以上積層させた構造を用いても良い。下地絶縁膜３０１の一層
目としては、プラズマＣＶＤ法を用い、ＳｉＨ4、ＮＨ3、及びＮ2Ｏを反応ガスとして成
膜される第１酸化窒化シリコン膜（組成比Ｓｉ＝３２％、Ｏ＝２７％、Ｎ＝２４％、Ｈ＝
１７％）を膜厚５０ｎｍで形成する。次いで、下地絶縁膜３０１のニ層目としては、プラ
ズマＣＶＤ法を用い、ＳｉＨ4及びＮ2Ｏを反応ガスとして成膜される第２酸化窒化シリコ
ン膜（組成比Ｓｉ＝３２％、Ｏ＝５９％、Ｎ＝７％、Ｈ＝２％）を膜厚１００ｎｍで形成
する。
【０１３９】
次いで、下地絶縁膜３０１上にプラズマＣＶＤ法を用いた非晶質シリコン膜を５０ｎｍの
膜厚で形成する。次いで、重量換算で１０ppmのニッケルを含む酢酸ニッケル塩溶液をス
ピナーで塗布する。塗布に代えてスパッタ法でニッケル元素を全面に散布する方法を用い
てもよい。
【０１４０】
次いで、加熱処理を行い結晶化させて結晶構造を有する半導体膜を形成する。この加熱処
理は、電気炉の熱処理または強光の照射を用いればよい。電気炉の熱処理で行う場合は、
５００℃～６５０℃で４～２４時間で行えばよい。ここでは脱水素化のための熱処理（５
００℃、１時間）の後、結晶化のための熱処理（５５０℃、４時間）を行って結晶構造を
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有するシリコン膜を得る。なお、ここでは炉を用いた熱処理を用いて結晶化を行ったが、
ランプアニール装置で結晶化を行ってもよい。
【０１４１】
次いで、結晶化率を高め、結晶粒内に残される欠陥を補修するための第１のレーザー光（
ＸｅＣｌ：波長３０８ｎｍ）の照射を大気中、または酸素雰囲気中で行う。レーザー光に
は波長４００nm以下のエキシマレーザ光や、ＹＡＧレーザの第２高調波、第３高調波を用
いる。いずれにしても、繰り返し周波数１０～１０００Hz程度のパルスレーザー光を用い
、当該レーザー光を光学系にて１００～５００mJ/cm2に集光し、９０～９５％のオーバー
ラップ率をもって照射し、シリコン膜表面を走査させればよい。ここでは、繰り返し周波
数３０Ｈｚ、エネルギー密度４７６mJ/cm2で第１のレーザー光の照射を大気中で行なう。
なお、ここでの第１のレーザー光の照射は、膜中の希ガス元素（ここではアルゴン）を除
去または低減する上で非常に重要である。次いで、第１のレーザー光の照射により形成さ
れた酸化膜に加え、オゾン水で表面を１２０秒処理して合計１～５ｎｍの酸化膜からなる
バリア層を形成する。
【０１４２】
次いで、バリア層上にスパッタ法にてゲッタリングサイトとなるアルゴン元素を含む非晶
質シリコン膜を膜厚１５０ｎｍで形成する。本実施例のスパッタ法による成膜条件は、成
膜圧力を０．３Ｐａとし、ガス（Ａｒ）流量を５０（sccm）とし、成膜パワーを３ｋＷと
し、基板温度を１５０℃とする。なお、上記条件での非晶質シリコン膜に含まれるアルゴ
ン元素の原子濃度は、３×１０20／ｃｍ3～６×１０20／ｃｍ3、酸素の原子濃度は１×１
０19／ｃｍ3～３×１０19／ｃｍ3である。その後、ランプアニール装置を用いて６５０℃
、３分の熱処理を行いゲッタリングする。
【０１４３】
次いで、バリア層をエッチングストッパーとして、ゲッタリングサイトであるアルゴン元
素を含む非晶質シリコン膜を選択的に除去した後、バリア層を希フッ酸で選択的に除去す
る。なお、ゲッタリングの際、ニッケルは酸素濃度の高い領域に移動しやすい傾向がある
ため、酸化膜からなるバリア層をゲッタリング後に除去することが望ましい。
【０１４４】
次いで、第２のレーザー光の照射を窒素雰囲気、或いは真空中で行い、半導体膜表面を平
坦化する。このレーザー光（第２のレーザー光）には波長４００nm以下のエキシマレーザ
ー光や、ＹＡＧレーザーの第２高調波、第３高調波を用いる。また、エキシマレーザー光
に代えて紫外光ランプから発する光を用いてもよい。なお、第２のレーザー光のエネルギ
ー密度は、第１のレーザー光のエネルギー密度より大きくし、好ましくは３０～６０ｍＪ
／ｃｍ2大きくする。ここでは、繰り返し周波数３０Ｈｚ、エネルギー密度５３７mJ/cm2

で第２のレーザー光の照射を行ない、半導体膜表面における凹凸のＰ―Ｖ値が２１ｎｍ以
下となる。
【０１４５】
また、本実施例では第２のレーザー光の照射を全面に行ったが、オフ電流の低減は、画素
部のＴＦＴに特に効果があるため、少なくとも画素部のみに選択的に照射する工程として
もよい。
【０１４６】
また、第２のレーザー光のショット数を第１のレーザー光のショット数よりも少なくして
処理時間を短縮するとともに、Ｓ値やＶｔｈのバラツキを低減させてもよい。
【０１４７】
次いで、得られた結晶構造を有するシリコン膜（ポリシリコン膜とも呼ばれる）の表面に
オゾン水で薄い酸化膜を形成した後、レジストからなるマスクを形成し、所望の形状にエ
ッチング処理して島状に分離された半導体層を形成する。半導体層を形成した後、レジス
トからなるマスクを除去する。
【０１４８】
また、半導体層を形成した後、ＴＦＴのしきい値（Ｖｔｈ）を制御するためにｐ型あるい
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はｎ型を付与する不純物元素を添加してもよい。なお、半導体に対してｐ型を付与する不
純物元素には、ボロン（Ｂ）、アルミニウム（Ａｌ）、ガリウム（Ｇａ）など周期律第１
３族元素が知られている。なお、半導体に対してｎ型を付与する不純物元素としては周期
律１５族に属する元素、典型的にはリン（Ｐ）または砒素（Ａｓ）が知られている。
【０１４９】
次いで、フッ酸を含むエッチャントで酸化膜を除去すると同時にシリコン膜の表面を洗浄
した後、ゲート絶縁膜３０７となる珪素を主成分とする絶縁膜を形成する。本実施例では
、プラズマＣＶＤ法により１１５ｎｍの厚さで酸化窒化シリコン膜（組成比Ｓｉ＝３２％
、Ｏ＝５９％、Ｎ＝７％、Ｈ＝２％）で形成する。
【０１５０】
次いで、図４（Ａ）に示すように、ゲート絶縁膜３０７上に膜厚２０～１００ｎｍの第１
の導電膜３０８ａと、膜厚１００～４００ｎｍの第２の導電膜３０８ｂと、膜厚２０～１
００ｎｍの第３の導電膜３０８ｃを積層形成する。本実施例では、ゲート絶縁膜３０７上
に膜厚５０ｎｍのタングステン膜、膜厚５００ｎｍのアルミニウムとチタンの合金（Ａｌ
－Ｔｉ）膜、膜厚３０ｎｍのチタン膜を順次積層した。
【０１５１】
第１～第３の導電膜を形成する導電性材料としてはＴａ、Ｗ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ａｌ、Ｃｕか
ら選ばれた元素、または前記元素を主成分とする合金材料もしくは化合物材料で形成する
。また、第１～第３の導電膜としてリン等の不純物元素をドーピングした多結晶シリコン
膜に代表される半導体膜を用いてもよい。例えば、第１の導電膜のタングステンに代えて
窒化タングステンを用いてもよいし、第２の導電膜のアルミニウムとチタンの合金（Ａｌ
－Ｔｉ）膜に代えてアルミニウムとシリコンの合金（Ａｌ－Ｓｉ）膜を用いてもよいし、
第３の導電膜のチタン膜に代えて窒化チタン膜を用いてもよい。また、３層構造に限定さ
れず、例えば、窒化タンタル膜とタングステン膜との２層構造であってもよい。
【０１５２】
次に、図４（Ｂ）に示すように光露光工程によりレジストからなるマスク３１０～３１５
を形成し、ゲート電極及び配線を形成するための第１のエッチング処理を行う。第１のエ
ッチング処理では第１及び第２のエッチング条件で行う。エッチングにはＩＣＰ（Induct
ively Coupled Plasma：誘導結合型プラズマ）エッチング法を用いると良い。ＩＣＰエッ
チング法を用い、エッチング条件（コイル型の電極に印加される電力量、基板側の電極に
印加される電力量、基板側の電極温度等）を適宜調節することによって所望のテーパー形
状に膜をエッチングすることができる。なお、エッチング用ガスとしては、Ｃｌ2、ＢＣ
ｌ3、ＳｉＣｌ4、ＣＣｌ4などを代表とする塩素系ガスまたはＣＦ4、ＳＦ6、ＮＦ3などを
代表とするフッ素系ガス、またはＯ2を適宜用いることができる。
【０１５３】
用いるエッチング用ガスに限定はないが、ここではＢＣｌ3とＣｌ2とＯ2とを用いること
が適している。それぞれのガス流量比を６５／１０／５（ｓｃｃｍ）とし、１．２Ｐａの
圧力でコイル型の電極に４５０ＷのＲＦ（１３．５６ＭＨｚ）電力を投入してプラズマを
生成して１１７秒のエッチングを行う。基板側（試料ステージ）にも３００ＷのＲＦ（１
３．５６ＭＨｚ）電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。この第１の
エッチング条件によりＡｌ膜及びＴｉ膜をエッチングして第１の導電層の端部をテーパー
形状とする。
【０１５４】
この後、第２のエッチング条件に変え、エッチング用ガスにＣＦ4とＣｌ2とＯ2とを用い
、それぞれのガス流量比を２５／２５／１０（ｓｃｃｍ）とし、１Ｐａの圧力でコイル型
の電極に５００ＷのＲＦ（１３．５６ＭＨｚ）電力を投入してプラズマを生成して約３０
秒程度のエッチングを行う。基板側（試料ステージ）にも２０ＷのＲＦ（１３．５６ＭＨ
ｚ）電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。ＣＦ4とＣｌ2を混合した
第２のエッチング条件ではＡｌ膜、Ｔｉ膜、及びＷ膜とも同程度にエッチングされる。な
お、ゲート絶縁膜上に残渣を残すことなくエッチングするためには、１０～２０％程度の
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割合でエッチング時間を増加させると良い。
【０１５５】
この第１のエッチング処理では、レジストからなるマスクの形状を適したものとすること
により、基板側に印加するバイアス電圧の効果により第１の導電層、第２の導電層、及び
第３の導電層の端部がテーパー形状となる。このテーパー部の角度は１５～４５°となる
。こうして、第１のエッチング処理により第１の導電層と第２の導電層と第３の導電層と
から成る第１の形状の導電層３１７～３２２（第１の導電層３１７ａ～３２２ａと第２の
導電層３１７ｂ～３２２ｂと第３の導電層３１７ｃ～３２２ｃ）を形成する。３１６はゲ
ート絶縁膜であり、第１の形状の導電層３１７～３２２で覆われない領域は２０～５０ｎ
ｍ程度エッチングされ薄くなった領域が形成される。
【０１５６】
次に、レジストからなるマスク３１０～３１５を除去せずに図４（Ｃ）に示すように第２
のエッチング処理を行う。エッチング用ガスにＢＣｌ3とＣｌ2を用い、それぞれのガス流
量比を２０／６０（sccm）とし、１．２Ｐａの圧力でコイル型の電極に６００ＷのＲＦ（
１３．５６ＭＨｚ）電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行う。基板側（試料
ステージ）には１００ＷのＲＦ（１３．５６ＭＨｚ）電力を投入する。この第３のエッチ
ング条件により第２導電層及び第３導電層をエッチングする。こうして、上記第３のエッ
チング条件によりチタンを微量に含むアルミニウム膜及びチタン膜を異方性エッチングし
て第２の形状の導電層３２４～３２９（第１の導電層３２４ａ～３２９ａと第２の導電層
３２４ｂ～３２９ｂと第３の導電層３２４ｃ～３２９ｃ）を形成する。３２３はゲート絶
縁膜であり、第２の形状の導電層３２４～３２９で覆われない領域は若干エッチングされ
薄くなった領域が形成される。また、図４（Ｂ）および図４（Ｃ）では、第１の導電層の
テーパー部の長さは同一として図示しているが、実際は、配線幅の依存性があるため、配
線幅によって第１の導電層のテーパー部の長さが変化する。
【０１５７】
そして、レジストからなるマスクを除去せずに第１のドーピング処理を行い、半導体層に
ｎ型を付与する不純物元素を添加する。ドーピング処理はイオンドープ法、もしくはイオ
ン注入法で行えば良い。イオンドープ法の条件はドーズ量を１．５×１０14atoms/cm2と
し、加速電圧を６０～１００ｋｅＶとして行う。ｎ型を付与する不純物元素として、典型
的にはリン（Ｐ）または砒素（Ａｓ）を用いる。この場合、第２形状の導電層３２４～３
２８がｎ型を付与する不純物元素に対するマスクとなり、自己整合的に第１の不純物領域
３３０～３３４が形成される。第１の不純物領域３３０～３３４には１×１０16～１×１
０17/cm3の濃度範囲でｎ型を付与する不純物元素を添加する。
【０１５８】
なお、本実施例ではレジストからなるマスクを除去せずに第１のドーピング処理を行った
が、レジストからなるマスクを除去した後、第１のドーピング処理を行ってもよい。
【０１５９】
次いで、レジストからなるマスクを除去した後、図５（Ａ）に示すようにレジストからな
るマスク３３５、３３６を形成し第２のドーピング処理を行う。マスク３３５は駆動回路
のｐチャネル型ＴＦＴの一つを形成する半導体層のチャネル形成領域及びその周辺の領域
を保護するマスクであり、マスク３３６は画素部のＴＦＴを形成する半導体層のチャネル
形成領域及びその周辺の領域を保護するマスクである。また、図５（Ａ）では、便宜上、
第１の導電層のテーパー部の長さは同一として図示しているが、実際は、配線幅によって
第１の導電層のテーパー部の長さが変化している。従って、同一基板上に配線幅の異なる
配線が複数設けられている場合、ドーピングされる領域の幅もそれぞれ異なる。
【０１６０】
第２のドーピング処理におけるイオンドープ法の条件はドーズ量を１．５×１０15atoms/
cm2とし、加速電圧を６０～１００ｋｅＶとしてリン（Ｐ）をドーピングする。ここでは
、第２形状の導電層３２４～３２８及びゲート絶縁膜３２３の膜厚の差を利用して各半導
体層に不純物領域を行う。勿論、マスク３３５、３３６で覆われた領域にはリン（Ｐ）は
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添加されない。こうして、第２の不純物領域３８０～３８２と第３の不純物領域３３７～
３４１が形成される。第３の不純物領域３３７～３４１には１×１０20～１×１０21/cm3

の濃度範囲でｎ型を付与する不純物元素を添加されている。また、第２の不純物領域はゲ
ート絶縁膜の膜厚差により第３の不純物領域よりも低濃度に形成され、１×１０18～１×
１０19/cm3の濃度範囲でｎ型を付与する不純物元素を添加されることになる。
【０１６１】
次いで、レジストからなるマスク３３５、３３６を除去した後、新たにレジストからなる
マスク３４２～３４４を形成して図５（Ｂ）に示すように第３のドーピング処理を行う。
この第３のドーピング処理により、ｐチャネル型ＴＦＴを形成する半導体層にｐ型の導電
型を付与する不純物元素が添加された第４の不純物領域３４７及び第５の不純物領域３４
５、３４６を形成する。第４の不純物領域は第２形状の導電層と重なる領域に形成される
ものであり、１×１０18～１×１０20/cm3の濃度範囲でｐ型を付与する不純物元素が添加
されるようにする。また、第５の不純物領域３４５、３４６には１×１０20～１×１０21

/cm3の濃度範囲でｐ型を付与する不純物元素が添加されるようにする。尚、第５の不純物
領域３４６には先の工程でリン（Ｐ）が添加された領域であるが、ｐ型を付与する不純物
元素の濃度がその１．５～３倍添加されていて導電型はｐ型となっている。
【０１６２】
なお、第５の不純物領域３４８、３４９及び第４の不純物領域３５０は画素部において保
持容量を形成する半導体層に形成される。
【０１６３】
以上までの工程でそれぞれの半導体層にｎ型またはｐ型の導電型を有する不純物領域が形
成される。第２の形状の導電層３２４～３２７はゲート電極となる。また、第２の形状の
導電層３２８は画素部において保持容量を形成する一方の電極となる。さらに、第２の形
状の導電層３２９は画素部においてソース配線を形成する。
【０１６４】
また、導電層３２４～３２７及び不純物領域（第１の不純物領域～第５の不純物領域）が
形成できるのであれば特に上記工程順序に限定されず、各エッチング順序、各ドーピング
順序を適宜変更してもよい。
【０１６５】
次いで、ほぼ全面を覆う絶縁膜（図示しない）を形成する。本実施例では、プラズマＣＶ
Ｄ法により膜厚５０ｎｍの酸化シリコン膜を形成した。勿論、この絶縁膜は酸化シリコン
膜に限定されるものでなく、他のシリコンを含む絶縁膜を単層または積層構造として用い
ても良い。
【０１６６】
次いで、それぞれの半導体層に添加された不純物元素を活性化処理する工程を行う。この
活性化工程は、ランプ光源を用いたラピッドサーマルアニール法（ＲＴＡ法）、或いはＹ
ＡＧレーザーまたはエキシマレーザーを裏面から照射する方法、或いは炉を用いた熱処理
、或いはこれらの方法のうち、いずれかと組み合わせた方法によって行う。ただし、本実
施例では、第２の導電層としてアルミニウムを主成分とする材料を用いているので、活性
化工程において第２の導電層が耐え得る熱処理条件とすることが重要である。
【０１６７】
上記活性化処理と同時に、結晶化の際に触媒として使用したニッケルが高濃度のリンを含
む第３の不純物領域３３７、３３９、３４０、及び第５の不純物領域３４６、３４９ゲッ
タリングされ、主にチャネル形成領域となる半導体層中のニッケル濃度が低減される。そ
の結果、チャネル形成領域を有するＴＦＴはオフ電流値が下がり、結晶性が良いことから
高い電界効果移動度が得られ、良好な特性を達成することができる。なお、本実施例では
半導体層を形成する段階で上記実施の形態１に示した方法により１度目のゲッタリングが
行われているので、ここでのリンによるゲッタリングは２度目のゲッタリングとなる。ま
た、１度目のゲッタリングで十分ゲッタリングができている場合には、特に２度目のゲッ
タリングを行う必要はない。
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【０１６８】
また、本実施例では、上記活性化の前に絶縁膜を形成した例を示したが、上記活性化を行
った後、絶縁膜を形成する工程としてもよい。
【０１６９】
次いで、窒化シリコン膜からなる第１の層間絶縁膜３５１を形成して熱処理（３００～５
５０℃で１～１２時間の熱処理）を行い、半導体層を水素化する工程を行う。（図５（Ｃ
））この工程は第１の層間絶縁膜３５１に含まれる水素により半導体層のダングリングボ
ンドを終端する工程である。酸化シリコン膜からなる絶縁膜（図示しない）の存在に関係
なく半導体層を水素化することができる。ただし、本実施例では、第２の導電層としてア
ルミニウムを主成分とする材料を用いているので、水素化する工程において第２の導電層
が耐え得る熱処理条件とすることが重要である。水素化の他の手段として、プラズマ水素
化（プラズマにより励起された水素を用いる）を行っても良い。
【０１７０】
次いで、第１の層間絶縁膜３５１上に有機絶縁物材料から成る第２の層間絶縁膜３５２を
形成する。本実施例では膜厚１．６μｍのアクリル樹脂膜を形成する。次いで、ソース配
線３２７に達するコンタクトホールと各不純物領域に達するコンタクトホールを形成する
。本実施例では複数のエッチング処理を順次行う。本実施例では第１の層間絶縁膜をエッ
チングストッパーとして第２の層間絶縁膜をエッチングした後、絶縁膜（図示しない）を
エッチングストッパーとして第１の層間絶縁膜をエッチングしてから絶縁膜（図示しない
）をエッチングした。
【０１７１】
その後、Ａｌ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗなどを用いて配線及び画素電極を形成する。これらの電極
及び画素電極の材料は、ＡｌまたはＡｇを主成分とする膜、またはそれらの積層膜等の反
射性の優れた材料を用いることが望ましい。こうして、ソースまたはドレイン配線３５３
～３５８、ゲート配線３６０、接続配線３５９、画素電極３６１が形成される。
【０１７２】
以上の様にして、ｎチャネル型ＴＦＴ４０１、ｐチャネル型ＴＦＴ４０２、ｎチャネル型
ＴＦＴ４０３を有する駆動回路４０６と、ｎチャネル型ＴＦＴ４０４、保持容量４０５と
を有する画素部４０７を同一基板上に形成することができる。（図６）本明細書中ではこ
のような基板を便宜上アクティブマトリクス基板と呼ぶ。本明細書中ではこのような基板
を便宜上アクティブマトリクス基板と呼ぶ。
【０１７３】
また、この段階におけるゲート電極近傍の断面ＴＥＭ観察写真図を図２２に示す。図２２
に示したように第２のレーザー光によって半導体膜表面（ＬＤＤ領域表面を含む）は平坦
となっている。ＬＤＤ領域が平坦となったことでその上のゲート絶縁膜、ゲート電極のテ
ーパー部にもＬＤＤ領域表面における凸凹の影響はほとんど見られない。また、図２３に
比較例として平坦化処理を行っていないＴＦＴのゲート電極近傍の断面ＴＥＭ観察写真図
を示す。
【０１７４】
駆動回路４０６のｎチャネル型ＴＦＴ４０１（第１のｎチャネル型ＴＦＴ）はチャネル形
成領域３６２、ゲート電極を形成する第２の形状の導電層３２４と一部が重なる第２の不
純物領域３６３とソース領域またはドレイン領域として機能する第３の不純物領域３６４
を有している。ｐチャネル型ＴＦＴ４０２にはチャネル形成領域３６５、ゲート電極を形
成する第２の形状の導電層３２５と一部が重なる第４不純物領域３６６とソース領域また
はドレイン領域として機能する第５の不純物領域３６７を有している。ｎチャネル型ＴＦ
Ｔ４０３（第２のｎチャネル型ＴＦＴ）にはチャネル形成領域３６８、ゲート電極を形成
する第２の形状の導電層３２６と一部が重なる第２の不純物領域３６９とソース領域また
はドレイン領域として機能する第３の不純物領域３７０を有している。このようなｎチャ
ネル型ＴＦＴ及びｐチャネル型ＴＦＴによりシフトレジスタ回路、バッファ回路、レベル
シフタ回路、ラッチ回路などを形成することができる。特に、駆動電圧が高いバッファ回
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路には、ホットキャリア効果による劣化を防ぐ目的から、ｎチャネル型ＴＦＴ４０１また
は４０３の構造が適している。
【０１７５】
画素部４０７の画素ＴＦＴ４０４（第１のｎチャネル型ＴＦＴ）にはチャネル形成領域３
７１、ゲート電極を形成する第２の形状の導電層３２８の外側に形成される第１の不純物
領域３７２とソース領域またはドレイン領域として機能する第３の不純物領域３７３を有
している。また、保持容量４０５の一方の電極として機能する半導体層には第４の不純物
領域３７６、第５の不純物領域３７７が形成されている。保持容量４０５は、絶縁膜（ゲ
ート絶縁膜と同一膜）を誘電体として、第２形状の電極３２９と、半導体層３０６とで形
成されている。
【０１７６】
なお、画素部４０７の画素ＴＦＴにおいては、第２のレーザー光の照射により従来と比較
して顕著にオフ電流の低減、およびオフ電流のバラツキの低減が実現されている。
【０１７７】
また、画素電極を透明導電膜で形成すると、フォトマスクは１枚増えるものの、透過型の
表示装置を形成することができる。
【０１７８】
［実施例２］
実施例１では、ゲート電極構造を３層構造とした例を示したが、ゲート電極構造を２層構
造とした例を示す。なお、本実施例は、ゲート電極以外は実施例１と同一であるため、異
なっている点のみを説明する。
【０１７９】
本実施例では、本実施例では、膜厚３０ｎｍのＴａＮ膜からなる第１の導電膜と、膜厚３
７０ｎｍのＷ膜からなる第２の導電膜を積層形成する。ＴａＮ膜はスパッタ法で形成し、
Ｔａのターゲットを用い、窒素を含む雰囲気内でスパッタする。また、Ｗ膜は、Ｗのター
ゲットを用いたスパッタ法で形成する。また、Ｗ膜に代えて、ＷとＭｏからなる合金膜を
用いてもよい。
【０１８０】
本実施例では、実施例１と同様に、ＩＣＰエッチング法を用い、エッチング条件（コイル
型の電極に印加される電力量、基板側の電極に印加される電力量、基板側の電極温度等）
を適宜調節することによって所望のテーパー形状に膜をエッチングすることができる。な
お、エッチング用ガスとしては、Ｃｌ2、ＢＣｌ3、ＳｉＣｌ4、ＣＣｌ4などを代表とする
塩素系ガスまたはＣＦ4、ＳＦ6、ＮＦ3などを代表とするフッ素系ガス、またはＯ2を適宜
用いることができる。
【０１８１】
実施例１と同様に第１のエッチング処理では第１及び第２のエッチング条件で行う。第１
のエッチング条件として、エッチング用ガスにＣＦ4とＣｌ2とＯ2とを用い、それぞれの
ガス流量比を２５／２５／１０（ｓｃｃｍ）とし、１Paの圧力でコイル型の電極に５００
WのＲＦ（13.56MHz）電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行う。基板側（試
料ステージ）にも１５０WのＲＦ（13.56MHz）電力を投入し、実質的に負の自己バイアス
電圧を印加する。第１のエッチング条件でのＷに対するエッチング速度は２００．３９ｎ
ｍ／ｍｉｎ、ＴａＮに対するエッチング速度は８０．３２ｎｍ／ｍｉｎであり、ＴａＮに
対するＷの選択比は約２．５である。また、この第１のエッチング条件によって、Ｗのテ
ーパー角は、約２６°となる。
【０１８２】
この後、レジストからなるマスクを除去せずに第２のエッチング条件に変え、エッチング
用ガスにＣＦ4とＣｌ2とを用い、それぞれのガス流量比を３０／３０（ｓｃｃｍ）とし、
１Paの圧力でコイル型の電極に５００WのＲＦ（13.56MHz）電力を投入してプラズマを生
成して約３０秒程度のエッチングを行う。基板側（試料ステージ）にも２０WのＲＦ（13.
56MHz）電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。ＣＦ4とＣｌ2を混合
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した第２のエッチング条件ではＷ膜及びＴａＮ膜とも同程度にエッチングされる。第２の
エッチング条件でのＷに対するエッチング速度は５８．９７ｎｍ／ｍｉｎ、ＴａＮに対す
るエッチング速度は６６．４３ｎｍ／ｍｉｎである。
【０１８３】
上記第１のエッチング処理では、レジストからなるマスクの形状を適したものとすること
により、基板側に印加するバイアス電圧の効果により第１の導電層及び第２の導電層の端
部がテーパー形状となる。このテーパー部の角度は１５～４５°とすればよい。
【０１８４】
また、実施例１と同様に第２のエッチング処理を行う。ここでは、エッチング用ガスにＳ
Ｆ6とＣｌ2とＯ2とを用い、それぞれのガス流量比を２４／１２／２４（ｓｃｃｍ）とし
、１．３Paの圧力でコイル型の電極に７００WのＲＦ（13.56MHz）電力を投入してプラズ
マを生成してエッチングを２５秒行った。基板側（試料ステージ）にも１０WのＲＦ（13.
56MHz）電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。第２のエッチング処
理でのＷに対するエッチング速度は２２７．３ｎｍ／ｍｉｎ、ＴａＮに対するエッチング
速度は３２．１ｎｍ／ｍｉｎであり、ＴａＮに対するＷの選択比は７．１であり、ゲート
絶縁膜である酸化窒化シリコン膜（ＳｉＯＮ）に対するエッチング速度は３３．７ｎｍ／
ｍｉｎであり、ＴａＮに対するＷの選択比は６．８３である。この第２のエッチング処理
によりＷのテーパー角は７０°となった。
【０１８５】
実施例１に比べ、本実施例により形成されるゲート電極は、Ｗ膜とＴａＮ膜との積層で形
成されているため、電気抵抗値が高いものの、耐熱性が高いため、活性化や水素化の処理
条件に左右されないという利点を有している。
【０１８６】
［実施例３］
本実施例では、実施例１で作製したアクティブマトリクス基板から、アクティブマトリク
ス型液晶表示装置を作製する工程を以下に説明する。説明には図７を用いる。
【０１８７】
まず、実施例１に従い、図６の状態のアクティブマトリクス基板を得た後、図６のアクテ
ィブマトリクス基板上に配向膜を形成しラビング処理を行う。なお、本実施例では配向膜
を形成する前に、アクリル樹脂膜等の有機樹脂膜をパターニングすることによって基板間
隔を保持するための柱状のスペーサを所望の位置に形成した。また、柱状のスペーサに代
えて、球状のスペーサを基板全面に散布してもよい。
【０１８８】
次いで、対向基板を用意する。この対向基板には、着色層、遮光層が各画素に対応して配
置されたカラーフィルタが設けられている。また、駆動回路の部分にも遮光層を設けた。
このカラーフィルタと遮光層とを覆う平坦化膜を設けた。次いで、平坦化膜上に透明導電
膜からなる対向電極を画素部に形成し、対向基板の全面に配向膜を形成し、ラビング処理
を施した。
【０１８９】
そして、画素部と駆動回路が形成されたアクティブマトリクス基板と対向基板とをシール
材で貼り合わせる。シール材にはフィラーが混入されていて、このフィラーと柱状スペー
サによって均一な間隔を持って２枚の基板が貼り合わせられる。その後、両基板の間に液
晶材料を注入し、封止剤（図示せず）によって完全に封止する。液晶材料には公知の液晶
材料を用いれば良い。このようにしてアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成する。
そして、必要があれば、アクティブマトリクス基板または対向基板を所望の形状に分断す
る。さらに、公知の技術を用いて偏光板等を適宜設けた。そして、公知の技術を用いてＦ
ＰＣを貼りつけた。
【０１９０】
こうして得られた液晶モジュールの構成を図７の上面図を用いて説明する。
【０１９１】
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アクティブマトリクス基板５０１の中央には、画素部５０４が配置されている。画素部５
０４の上側には、ソース信号線を駆動するためのソース信号線駆動回路５０２が配置され
ている。画素部５０４の左右には、ゲート信号線を駆動するためのゲート信号線駆動回路
５０３が配置されている。本実施例に示した例では、ゲート信号線駆動回路５０３は画素
部に対して左右対称配置としているが、これは片側のみの配置でも良く、液晶モジュール
の基板サイズ等を考慮して、設計者が適宜選択すれば良い。ただし、回路の動作信頼性や
駆動効率等を考えると、図７に示した左右対称配置が望ましい。
【０１９２】
各駆動回路への信号の入力は、フレキシブルプリント基板（Flexible Print Circuit：Ｆ
ＰＣ）５０５から行われる。ＦＰＣ５０５は、基板５０１の所定の場所まで配置された配
線に達するように、層間絶縁膜および樹脂膜にコンタクトホールを開口し、接続電極６０
２を形成した後、異方性導電膜等を介して圧着される。本実施例においては、接続電極は
ＩＴＯを用いて形成した。
【０１９３】
駆動回路、画素部の周辺には、基板外周に沿ってシール剤５０７が塗布され、あらかじめ
アクティブマトリクス基板上に形成されたスペーサによって一定のギャップ（基板５０１
と対向基板５０６との間隔）を保った状態で、対向基板５０６が貼り付けられる。その後
、シール剤５０７が塗布されていない部分より液晶素子が注入され、封止剤５０８によっ
て密閉される。以上の工程により、液晶モジュールが完成する。
【０１９４】
また、ここでは全ての駆動回路を基板上に形成した例を示したが、駆動回路の一部に数個
のＩＣを用いてもよい。
【０１９５】
［実施例４］
実施例１では画素電極が反射性を有する金属材料で形成された反射型の表示装置の例を示
したが、本実施例では画素電極を透光性を有する導電膜で形成した透過型の表示装置の例
を示す。
【０１９６】
層間絶縁膜を形成する工程までは実施例１と同じであるので、ここでは省略する。実施例
１に従って層間絶縁膜を形成した後、透光性を有する導電膜からなる画素電極６０１を形
成する。透光性を有する導電膜としては、ＩＴＯ（酸化インジウム酸化スズ合金）、酸化
インジウム酸化亜鉛合金（Ｉｎ2Ｏ3―ＺｎＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）等を用いればよい。
【０１９７】
その後、層間絶縁膜６００にコンタクトホールを形成する。次いで、画素電極と重なる接
続電極６０２を形成する。この接続電極６０２は、コンタクトホールを通じてドレイン領
域と接続されている。また、この接続電極と同時に他のＴＦＴのソース電極またはドレイ
ン電極も形成する。
【０１９８】
また、ここでは全ての駆動回路を基板上に形成した例を示したが、駆動回路の一部に数個
のＩＣを用いてもよい。
【０１９９】
以上のようにしてアクティブマトリクス基板が形成される。このアクティブマトリクス基
板を用い、実施例３に従って液晶モジュールを作製し、バックライト６０４、導光板６０
５を設け、カバー６０６で覆えば、図８にその断面図の一部を示したようなアクティブマ
トリクス型液晶表示装置が完成する。なお、カバーと液晶モジュールは接着剤や有機樹脂
を用いて貼り合わせる。また、基板と対向基板を貼り合わせる際、枠で囲んで有機樹脂を
枠と基板との間に充填して接着してもよい。また、透過型であるので偏光板６０３は、ア
クティブマトリクス基板と対向基板の両方に貼り付ける。
【０２００】
［実施例５］
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本実施例では、ＥＬ（Electro Luminescence）素子を備えた発光表示装置を作製する例を
図９に示す。ＯＬＥＤは、電場を加えることで発生するルミネッセンス（Electrolumines
cence）が得られる有機化合物（有機発光材料）を含む層（以下、有機発光層と記す）と
、陽極と、陰極とを有している。ＯＬＥＤを用いた発光装置にとって、ＴＦＴはアクティ
ブマトリクス駆動方式を実現する上で、必須の素子となっている。従って、ＯＬＥＤを用
いた発光装置は、少なくとも、スイッチング素子として機能するＴＦＴと、ＯＬＥＤに電
流を供給するＴＦＴとが、各画素に設けられることになる。画素の回路構成、及び駆動方
法によらず、ＯＬＥＤと電気的に接続され、且つ、ＯＬＥＤに電流を供給するＴＦＴのオ
ン電流（Ｉon）で画素の輝度が決定されるため、例えば、全面白表示とした場合、オン電
流が一定でなければ輝度にバラツキが生じてしまうという問題があった。これらの問題を
本発明で解決することができる。なお、有機化合物（有機発光材料）を含む層に無機材料
（シリコンまたは酸化シリコンなど）を含んでいてもよい。
【０２０１】
図９（Ａ）は、ＥＬモジュールを示す上面図、図９（Ｂ）は図９（Ａ）をＡ－Ａ’で切断
した断面図である。絶縁表面を有する基板９００（例えば、ガラス基板、結晶化ガラス基
板、もしくはプラスチック基板等）に、画素部９０２、ソース側駆動回路９０１、及びゲ
ート側駆動回路９０３を形成する。これらの画素部や駆動回路は、上記実施例に従えば得
ることができる。また、９１８はシール材、９１９はＤＬＣからなる保護膜であり、画素
部および駆動回路部はシール材９１８で覆われ、そのシール材は保護膜９１９で覆われて
いる。さらに、接着材を用いてカバー材９２０で封止されている。熱や外力などによる変
形に耐えるためカバー材９２０は基板９００と同じ材質のもの、例えばガラス基板を用い
ることが望ましく、サンドブラスト法などにより図９に示す凹部形状（深さ３～１０μｍ
）に加工する。さらに加工して乾燥剤９２１が設置できる凹部（深さ５０～２００μｍ）
を形成することが望ましい。また、多面取りでＥＬモジュールを製造する場合、基板とカ
バー材とを貼り合わせた後、ＣＯ2レーザー等を用いて端面が一致するように分断しても
よい。
【０２０２】
なお、９０８はソース側駆動回路９０１及びゲート側駆動回路９０３に入力される信号を
伝送するための配線であり、外部入力端子となるＦＰＣ（フレキシブルプリントサーキッ
ト）９０９からビデオ信号やクロック信号を受け取る。なお、ここではＦＰＣしか図示さ
れていないが、このＦＰＣにはプリント配線基盤（ＰＷＢ）が取り付けられていても良い
。本明細書における発光装置には、発光装置本体だけでなく、それにＦＰＣもしくはＰＷ
Ｂが取り付けられた状態をも含むものとする。
【０２０３】
次に、断面構造について図９（Ｂ）を用いて説明する。基板９００上に絶縁膜９１０が設
けられ、絶縁膜９１０の上方には画素部９０２、ゲート側駆動回路９０３が形成されてお
り、画素部９０２は電流制御用ＴＦＴ９１１とそのドレインに電気的に接続された画素電
極９１２を含む複数の画素により形成される。また、ゲート側駆動回路９０３はｎチャネ
ル型ＴＦＴ９１３とｐチャネル型ＴＦＴ９１４とを組み合わせたＣＭＯＳ回路を用いて形
成される。
【０２０４】
これらのＴＦＴ（９１１、９１３、９１４を含む）は、上記実施例に従って作製すればよ
い。ＯＬＥＤを有する半導体装置においては、画素電極に一定の電流が流れるように配置
されたＴＦＴ（駆動回路または画素に配置されるＯＬＥＤに電流を供給するＴＦＴ）のオ
ン電流（Ｉon）のバラツキを低減することができ、輝度のバラツキを低減できる。
【０２０５】
画素電極９１２は発光素子（ＥＬ素子）の陽極として機能する。また、画素電極９１２の
両端にはバンク９１５が形成され、画素電極９１２上にはＥＬ層９１６および発光素子の
陰極９１７が形成される。
【０２０６】
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ＥＬ層９１６としては、発光層、電荷輸送層または電荷注入層を自由に組み合わせてＥＬ
層（発光及びそのためのキャリアの移動を行わせるための層）を形成すれば良い。例えば
、低分子系有機ＥＬ材料や高分子系有機ＥＬ材料を用いればよい。また、ＥＬ層として一
重項励起により発光（蛍光）する発光材料（シングレット化合物）からなる薄膜、または
三重項励起により発光（リン光）する発光材料（トリプレット化合物）からなる薄膜を用
いることができる。また、電荷輸送層や電荷注入層として炭化珪素等の無機材料を用いる
ことも可能である。これらの有機ＥＬ材料や無機材料は公知の材料を用いることができる
。
【０２０７】
陰極９１７は全画素に共通の配線としても機能し、接続配線９０８を経由してＦＰＣ９０
９に電気的に接続されている。さらに、画素部９０２及びゲート側駆動回路９０３に含ま
れる素子は全て陰極９１７、シール材９１８、及び保護膜９１９で覆われている。
【０２０８】
なお、シール材９１８としては、できるだけ可視光に対して透明もしくは半透明な材料を
用いるのが好ましい。また、シール材９１８はできるだけ水分や酸素を透過しない材料で
あることが望ましい。
【０２０９】
また、シール材９１８を用いて発光素子を完全に覆った後、すくなくとも図９に示すよう
にＤＬＣ膜等からなる保護膜９１９をシール材９１８の表面（露呈面）に設けることが好
ましい。また、基板の裏面を含む全面に保護膜を設けてもよい。ここで、外部入力端子（
ＦＰＣ）が設けられる部分に保護膜が成膜されないように注意することが必要である。マ
スクを用いて保護膜が成膜されないようにしてもよいし、ＣＶＤ装置でマスキングテープ
として用いるテープで外部入力端子部分を覆うことで保護膜が成膜されないようにしても
よい。
【０２１０】
以上のような構造で発光素子をシール材９１８及び保護膜で封入することにより、発光素
子を外部から完全に遮断することができ、外部から水分や酸素等のＥＬ層の酸化による劣
化を促す物質が侵入することを防ぐことができる。従って、信頼性の高い発光装置を得る
ことができる。
【０２１１】
また、画素電極を陰極とし、ＥＬ層と陽極を積層して図９とは逆方向に発光する構成とし
てもよい。図１０にその一例を示す。なお、上面図は同一であるので省略する。
【０２１２】
図１０に示した断面構造について以下に説明する。基板１０００としては、ガラス基板や
石英基板の他にも、半導体基板または金属基板も使用することができる。基板１０００上
に絶縁膜１０１０が設けられ、絶縁膜１０１０の上方には画素部１００２、ゲート側駆動
回路１００３が形成されており、画素部１００２は電流制御用ＴＦＴ１０１１とそのドレ
インに電気的に接続された画素電極１０１２を含む複数の画素により形成される。また、
ゲート側駆動回路１００３はｎチャネル型ＴＦＴ１０１３とｐチャネル型ＴＦＴ１０１４
とを組み合わせたＣＭＯＳ回路を用いて形成される。
【０２１３】
画素電極１０１２は発光素子の陰極として機能する。また、画素電極１０１２の両端には
バンク１０１５が形成され、画素電極１０１２上にはＥＬ層１０１６および発光素子の陽
極１０１７が形成される。
【０２１４】
陽極１０１７は全画素に共通の配線としても機能し、接続配線１００８を経由してＦＰＣ
１００９に電気的に接続されている。さらに、画素部１００２及びゲート側駆動回路１０
０３に含まれる素子は全て陽極１０１７、シール材１０１８、及びＤＬＣ等からなる保護
膜１０１９で覆われている。また、カバー材１０２１と基板１０００とを接着剤で貼り合
わせた。また、カバー材には凹部を設け、乾燥剤１０２１を設置する。
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【０２１５】
なお、シール材１０１８としては、できるだけ可視光に対して透明もしくは半透明な材料
を用いるのが好ましい。また、シール材１０１８はできるだけ水分や酸素を透過しない材
料であることが望ましい。
【０２１６】
また、図１０では、画素電極を陰極とし、ＥＬ層と陽極を積層したため、発光方向は図１
０に示す矢印の方向となっている。
【０２１７】
なお、本実施例は実施例１、実施の形態１、または実施の形態２と組み合わせることが可
能である。
【０２１８】
［実施例６］
図１１は本発明に適用可能なレーザー処理装置の一態様を示す図である。この装置はレー
ザー７００、光学系７０１、基板ステージ７０２、基板搬送手段７０４、ブロワー７１０
などから構成されている。また、付随するものとして、基板７１１を保管するカセット７
０８、カセットを保持する７０７、ブロワーから供給されたガスで基板上のゴミ等を除去
するためのガス噴出口となるノズル７０９などが備えられている。なお、ノズル７０９か
ら放出するガスはレーザー光が照射される領域に吹き付けられる。
【０２１９】
レーザーは波長４００nm以下の光を発振するエキシマレーザーなどの気体レーザーや、Ｎ
ｄ－ＹＡＧレーザー、Ｎｄ－ＹＶＯ4レーザー、ＹＬＦレーザーなどの固体レーザーを用
いる。Ｎｄ－ＹＡＧレーザーでは基本波（１０６０nm）の他に、第２高調波（５３２nm）
や第３高調波（３５３．３nm）などを用いることができる。これらのレーザーはパルス発
振するものを用い、発振周波数は５～３００Hz程度のものが採用される。
【０２２０】
光学系７０１はレーザー７００から放出されるレーザー光を集光及び伸張して、被照射面
に断面形状が細い線状のレーザー光を照射するためのものである。その構成は任意なもの
として良いが、シリンドリカルレンズアレイ７１２、シリンドリカルレンズ７１３、ミラ
ー７１４、ダブレットシリンドリカルレンズ７１５などを用いて構成する。レンズの大き
さにもよるが、長手方向は１００～４００mm程度、短手方向は１００～５００μm程度の
線状レーザー光を照射することが可能である。
【０２２１】
ステージ７０２は処理する基板７１１を保持し、レーザーと同期して移動させるためのも
のである。ステージ７０２には、圧縮空気又は圧縮窒素を供給する気体供給手段７０３が
接続されている。ステージ７０２の主表面に設けられた細孔から気体を噴射して基板７１
１をステージ７０２に接触させることなく保持することを可能としている。細孔から噴出
する気体を基板の一主表面に当てて保持することで、基板を湾曲させることなく保持する
ことができる。基板７１１を浮遊させる高さは１０μm以上１cm以下が可能である。ステ
ージに直接接触させることなく基板７１１を保持することで、基板７１１の汚染の防止、
基板の温度変化を小さくすることができる。
【０２２２】
基板７１１のカセット７０８からの取り出し、及びレーザー処理に伴う移動は搬送手段７
０４により行う。搬送手段７０４にはアーム７０５が備えられている。アーム７０５は基
板７１１の一端を掴み一軸方向に動かすことにより、前述の線状レーザー光を基板の全面
に照射することが可能となる。搬送手段７０４は制御装置７０６によりレーザー７００の
発振と連動して動作させる。
【０２２３】
また、基板７１１の一辺が線状レーザー光の長手方向の長さよりも大きい場合には、一軸
方向と直交する方向に基板を動かすことが可能な搬送手段を設ける（図示せず）。互いに
交差する方向に基板を動かすことが可能な２つの搬送手段により、前述の線状レーザー光
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を基板の全面に照射することが可能となる。
【０２２４】
このようなレーザー装置は、特に一辺が１０００mmを超え、かつ厚さが１mm以下のガラス
基板を処理する場合に有用である。例えば、１２００mm×１６００mmや２０００mm×２５
００mmであって、厚さが０．４～０．７mmのガラス基板を処理することもできる。ガラス
基板の面積が大型化しその厚さが薄くなると、ガラス基板は容易に湾曲するが、ステージ
７０２の構成として説明したように細孔から噴出する気体をもって基板を保持することに
より平坦な面を保って基板を保持することができる。
【０２２５】
また、本実施例は、実施の形態１または実施の形態２、或いは実施例１乃至５のいずれか
一と自由に組み合わせることが可能である。例えば、実施の形態１における第１のレーザ
ー光の照射に適用することが可能であり、その際ノズルから吹きつけるガスを大気または
酸素を含むガスとしてレーザー光の照射領域に吹きつければよい。また、実施の形態１に
おける第２のレーザー光の照射に適用することも可能であり、その場合には、ノズルから
吹きつけるガスを不活性気体、例えば窒素としてレーザー光の照射領域に吹きつけ、半導
体膜表面の平坦化を行えばよい。従って、本実施例と実施の形態１と組み合わせる場合、
レーザー光の照射処理室内の雰囲気を入れ替える必要なく、ノズルから吹きつけるガスを
適宜切り替えることによって第１のレーザー光の照射及び第２のレーザー光の照射を短時
間で行うことができる。
【０２２６】
［実施例７］
本発明を実施して形成された駆動回路や画素部は様々なモジュール（アクティブマトリク
ス型液晶モジュール、アクティブマトリクス型ＥＬモジュール、アクティブマトリクス型
ＥＣモジュール）に用いることができる。即ち、本発明を実施することによって、それら
を組み込んだ全ての電子機器が完成される。
【０２２７】
その様な電子機器としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ヘッドマウントディスプレ
イ（ゴーグル型ディスプレイ）、カーナビゲーション、プロジェクタ、カーステレオ、パ
ーソナルコンピュータ、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話または電子書籍
等）などが挙げられる。それらの一例を図１４～図１６に示す。
【０２２８】
図１４（Ａ）はパーソナルコンピュータであり、本体２００１、画像入力部２００２、表
示部２００３、キーボード２００４等を含む。
【０２２９】
図１４（Ｂ）はビデオカメラであり、本体２１０１、表示部２１０２、音声入力部２１０
３、操作スイッチ２１０４、バッテリー２１０５、受像部２１０６等を含む。
【０２３０】
図１４（Ｃ）はモバイルコンピュータ（モービルコンピュータ）であり、本体２２０１、
カメラ部２２０２、受像部２２０３、操作スイッチ２２０４、表示部２２０５等を含む。
【０２３１】
図１４（Ｄ）はゴーグル型ディスプレイであり、本体２３０１、表示部２３０２、アーム
部２３０３等を含む。
【０２３２】
図１４（Ｅ）はプログラムを記録した記録媒体（以下、記録媒体と呼ぶ）を用いるプレー
ヤーであり、本体２４０１、表示部２４０２、スピーカ部２４０３、記録媒体２４０４、
操作スイッチ２４０５等を含む。なお、このプレーヤーは記録媒体としてＤＶＤ（Ｄｉｇ
ｔｉａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）、ＣＤ等を用い、音楽鑑賞や映画鑑賞やゲー
ムやインターネットを行うことができる。
【０２３３】
図１４（Ｆ）はデジタルカメラであり、本体２５０１、表示部２５０２、接眼部２５０３
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、操作スイッチ２５０４、受像部（図示しない）等を含む。
【０２３４】
図１５（Ａ）はフロント型プロジェクターであり、投射装置２６０１、スクリーン２６０
２等を含む。実施例４を投射装置２６０１の一部を構成する液晶モジュール２８０８に適
用し、装置全体を完成させることができる。
【０２３５】
図１５（Ｂ）はリア型プロジェクターであり、本体２７０１、投射装置２７０２、ミラー
２７０３、スクリーン２７０４等を含む。実施例４を投射装置２７０２の一部を構成する
液晶モジュール２８０８に適用し、装置全体を完成させることができる。
【０２３６】
なお、図１５（Ｃ）は、図１５（Ａ）及び図１５（Ｂ）中における投射装置２６０１、２
７０２の構造の一例を示した図である。投射装置２６０１、２７０２は、光源光学系２８
０１、ミラー２８０２、２８０４～２８０６、ダイクロイックミラー２８０３、プリズム
２８０７、液晶モジュール２８０８、位相差板２８０９、投射光学系２８１０で構成され
る。投射光学系２８１０は、投射レンズを含む光学系で構成される。本実施例は三板式の
例を示したが、特に限定されず、例えば単板式であってもよい。また、図１５（Ｃ）中に
おいて矢印で示した光路に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルムや、
位相差を調節するためのフィルム、ＩＲフィルム等の光学系を設けてもよい。
【０２３７】
また、図１５（Ｄ）は、図１５（Ｃ）中における光源光学系２８０１の構造の一例を示し
た図である。本実施例では、光源光学系２８０１は、リフレクター２８１１、光源２８１
２、レンズアレイ２８１３、２８１４、偏光変換素子２８１５、集光レンズ２８１６で構
成される。なお、図１５（Ｄ）に示した光源光学系は一例であって特に限定されない。例
えば、光源光学系に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルムや、位相差
を調節するフィルム、ＩＲフィルム等の光学系を設けてもよい。
【０２３８】
ただし、図１５に示したプロジェクターにおいては、透過型の電気光学装置を用いた場合
を示しており、反射型の電気光学装置及びＥＬモジュールでの適用例は図示していない。
【０２３９】
図１６（Ａ）は携帯電話であり、本体２９０１、音声出力部２９０２、音声入力部２９０
３、表示部２９０４、操作スイッチ２９０５、アンテナ２９０６、画像入力部（ＣＣＤ、
イメージセンサ等）２９０７等を含む。
【０２４０】
図１６（Ｂ）は携帯書籍（電子書籍）であり、本体３００１、表示部３００２、３００３
、記憶媒体３００４、操作スイッチ３００５、アンテナ３００６等を含む。
【０２４１】
図１６（Ｃ）はディスプレイであり、本体３１０１、支持台３１０２、表示部３１０３等
を含む。
【０２４２】
ちなみに図１６（Ｃ）に示すディスプレイは中小型または大型のもの、例えば５～２０イ
ンチの画面サイズのものである。また、このようなサイズの表示部を形成するためには、
基板の一辺が１ｍのものを用い、多面取りを行って量産することが好ましい。
【０２４３】
以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器の作製方法に適用
することが可能である。また、本実施例の電子機器は実施例１～６のどのような組み合わ
せからなる構成を用いても実現することができる。
【０２４４】
［実施例８］
本実施例では、上記実施の形態１及び上記実施の形態２に示したＴＦＴ製造工程で得られ
たＴＦＴの各電気特性を図１７～図１９に示す。
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【０２４５】
なお、図１７～図１９中に示すサンプルＡ１～Ａ３は、実施の形態１に対応する工程で作
製したＴＦＴ（ｎチャネル型ＴＦＴ、Ｌ／Ｗ＝５０／５０）であり、Ｂ１～Ｂ３は実施の
形態２に対応する工程で作製したＴＦＴ（ｎチャネル型ＴＦＴ、Ｌ／Ｗ＝５０／５０）で
ある。
【０２４６】
次に、サンプルＡ１～Ａ３の作製工程を示す。まず、ガラス基板上に膜厚１５０ｎｍの下
地絶縁膜（膜厚５０ｎｍの第１酸化窒化シリコン膜と膜厚１００ｎｍの第２酸化窒化シリ
コン膜）を形成し、下地絶縁膜上に５４ｎｍの非晶質シリコン膜をプラズマＣＶＤ法にて
形成する。次いで、オゾン水で非晶質シリコン膜表面に酸化膜を形成した後、ＴＦＴしき
い値電圧を制御するため、ｐ型またはｎ型の不純物元素を低濃度に添加するチャネルドー
プ工程を行う。なお、ここではジボラン（Ｂ2Ｈ6）を質量分離しないでプラズマ励起した
イオンドープ法を用い、ドーピング条件を加速電圧１５ｋＶ、ジボランガス流量３０ｓｃ
ｃｍ、ドーズ量１×１０12／ｃｍ2で非晶質シリコン膜にボロンを添加した。次いで、重
量換算で１０ppmのニッケルを含む酢酸ニッケル塩溶液をスピナーで塗布する。次いで、
熱処理を行い、結晶化を行う。
【０２４７】
サンプルＡ１は、この熱処理の際、合計２１本のタングステンハロゲンランプを用いたマ
ルチタスク型のランプアニール装置で７００℃、９０秒の強光の照射を行って結晶化した
ＴＦＴである。また、サンプルＡ２、Ａ３においては、５００℃、１時間の脱水素化を行
った後、炉を用いた熱処理（５５０℃、４時間）を行って結晶化したＴＦＴである。
【０２４８】
次いで、表面を洗浄して自然酸化膜等を除去した後、結晶化率（膜の全体積における結晶
成分の割合）を高め、結晶粒内に残される欠陥を補修するために、レーザー光（第１のレ
ーザー光：エネルギー密度４７５ｍＪ／ｃｍ2）を大気または酸素雰囲気で照射する。
【０２４９】
サンプルＡ１、Ａ３は、この第１のレーザー光を照射する際、エキシマレーザーを用いて
酸素と窒素の雰囲気で照射したＴＦＴである。対して、サンプルＡ２は大気で照射したＴ
ＦＴである。
【０２５０】
次いで、レーザー光（第１のレーザー光）を照射した場合、表面に凹凸が形成されるとと
もに薄い酸化膜が形成される。さらに、オゾン含有水溶液（代表的にはオゾン水）で酸化
膜を形成して合計１～１０ｎｍの酸化膜からなるバリア層を形成し、このバリア層上にア
ルゴン元素を含む非晶質シリコン膜（ゲッタリングサイトとなる）をスパッタ法で膜厚１
５０ｎｍ形成する。なお、ここでは、レーザー光を照射した場合に形成される酸化膜もバ
リア層の一部と見なしている。
【０２５１】
次いで、上記ランプアニール装置を用いて６５０℃、１８０秒の強光の照射を行って、第
１の半導体膜中における金属元素（ニッケル）の濃度を低減、あるいは除去するゲッタリ
ングを行う。
【０２５２】
次いで、バリア層をエッチングストッパーとして、アルゴン元素を含む非晶質シリコン膜
のみを選択的に除去した後、酸化膜からなるバリア層を除去する。
【０２５３】
次いで、結晶構造を有するシリコン膜に対してレーザー光（第２のレーザー光：エネルギ
ー密度５３５ｍＪ／ｃｍ2）を窒素雰囲気で照射する。この第２のレーザー光の照射直後
に光学顕微鏡で観察して、第１のレーザー光の照射直後と比較してシリコン膜の表面が平
坦化されたことを確認した。
【０２５４】
次いで、得られた結晶構造を有するシリコン膜（ポリシリコン膜とも呼ばれる）の表面に
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オゾン水で薄い酸化膜を形成した後、レジストからなるマスクを形成し、所望の形状にエ
ッチング処理して島状に分離された半導体層を形成する。次いで、半導体層を形成した後
、レジストからなるマスクを除去する。
【０２５５】
次いで、フッ酸を含むエッチャントで酸化膜を除去すると同時にシリコン膜の表面を洗浄
した後、ゲート絶縁膜となる珪素を主成分とする絶縁膜をプラズマＣＶＤ法により１１５
ｎｍの厚さで酸化窒化シリコン膜（組成比Ｓｉ＝３２％、Ｏ＝５９％、Ｎ＝７％、Ｈ＝２
％）で形成した。
【０２５６】
以降の工程は、実施例１に従い、ゲート電極の形成以降を行ってサンプルＡ１～Ａ３のＴ
ＦＴを作製した。
【０２５７】
次に、サンプルＢ１～Ｂ３の作製工程を示す。サンプルＡ１～Ａ３はゲッタリング後に第
２のレーザー光を照射したＴＦＴであったが、サンプルＢ１～Ｂ３は、第２のレーザー光
を照射した後にゲッタリングを行ったＴＦＴである。
【０２５８】
まず、サンプルＢ１～Ｂ３は、サンプルＡ１～Ａ３と同様の手順で、基板上に下地絶縁膜
、非晶質シリコン膜を形成し、ニッケルを含む酢酸ニッケル塩溶液をスピナーで塗布した
後、熱処理を行い、結晶化を行って結晶構造を有するシリコン膜を形成する。
【０２５９】
サンプルＢ１は、この熱処理の際、ランプアニール装置で７００℃、９０秒の強光の照射
を行って結晶化したＴＦＴである。また、サンプルＢ２、Ｂ３においては、５００℃、１
時間の脱水素化を行った後、炉を用いた熱処理（５５０℃、４時間）を行って結晶化した
ＴＦＴである。
【０２６０】
次いで、表面を洗浄して自然酸化膜等を除去した後、結晶化率（膜の全体積における結晶
成分の割合）を高め、結晶粒内に残される欠陥を補修するために、レーザー光（第１のレ
ーザー光：エネルギー密度４７５ｍＪ／ｃｍ2）を大気または酸素雰囲気で照射する。
【０２６１】
サンプルＢ１、Ｂ３は、この第１のレーザー光を照射する際、エキシマレーザーを用いて
酸素と窒素の雰囲気で照射したＴＦＴである。対して、サンプルＢ２は大気でエキシマレ
ーザーを照射したＴＦＴである。
【０２６２】
次いで、表面を洗浄して自然酸化膜等を除去した後、結晶構造を有するシリコン膜に対し
てレーザー光（第２のレーザー光：エネルギー密度５３５ｍＪ／ｃｍ2）を窒素雰囲気で
照射する。この第２のレーザー光の照射直後に光学顕微鏡で観察してシリコン膜の表面が
平坦化されたことを確認した。
【０２６３】
次いで、オゾン含有水溶液（代表的にはオゾン水）で酸化膜を形成して１～１０ｎｍの酸
化膜からなるバリア層を形成し、このバリア層上にアルゴン元素を含む非晶質シリコン膜
（ゲッタリングサイトとなる）をスパッタ法で膜厚１５０ｎｍ形成する。
【０２６４】
次いで、上記ランプアニール装置を用いて６５０℃、１８０秒の強光の照射を行って、第
１の半導体膜中における金属元素（ニッケル）の濃度を低減、あるいは除去するゲッタリ
ングを行う。
【０２６５】
次いで、バリア層をエッチングストッパーとして、アルゴン元素を含む非晶質シリコン膜
のみを選択的に除去した後、酸化膜からなるバリア層を除去する。
【０２６６】
次いで、得られた結晶構造を有するシリコン膜（ポリシリコン膜とも呼ばれる）の表面に
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オゾン水で薄い酸化膜を形成した後、レジストからなるマスクを形成し、所望の形状にエ
ッチング処理して島状に分離された半導体層を形成する。次いで、半導体層を形成した後
、レジストからなるマスクを除去する。
【０２６７】
次いで、フッ酸を含むエッチャントで酸化膜を除去すると同時にシリコン膜の表面を洗浄
した後、ゲート絶縁膜となる珪素を主成分とする絶縁膜をプラズマＣＶＤ法により１１５
ｎｍの厚さで酸化窒化シリコン膜（組成比Ｓｉ＝３２％、Ｏ＝５９％、Ｎ＝７％、Ｈ＝２
％）で形成した。
【０２６８】
以降の工程は、サンプルＡ１～Ａ３と同様に実施例１に従い、ゲート電極の形成以降を行
ってサンプルＢ１～Ｂ３のＴＦＴを作製した。
【０２６９】
また、比較するためのサンプルとして、比較例を示した。この比較例は、第２のレーザー
光の照射を行わず、第１のレーザー光を酸素と窒素の雰囲気で行ったＴＦＴである。
【０２７０】
上記手順によって得られたＴＦＴ（サンプルＡ１～Ａ３、サンプルＢ１～Ｂ３、比較例）
の電気特性をそれぞれ測定した。
【０２７１】
図１７（Ａ）は、Ｖｄ＝１Ｖとした時のオフ電流値（Ｉoff１と呼ぶ）であり、図１７（
Ｂ）は、Ｖｄ＝５Ｖとした時のオフ電流値（Ｉoff２と呼ぶ）である。図１７（Ａ）、図
１７（Ｂ）から、比較例と比較してサンプルＡ１～Ａ３、サンプルＢ１～Ｂ３のオフ電流
値が低いことが読み取れる。また、実施の形態２のプロセスに対応するサンプルＢ１～Ｂ
３のオフ電流値がサンプルＡ１～Ａ３より低いことも読み取れる。従って、オフ電流値を
重視するのであれば、実施の形態１よりもゲッタリング前に第２のレーザー光で平坦化を
行う実施の形態２のほうが好ましいプロセスであると言える。
【０２７２】
また、図１８は、Ｓ値（サブスレッシュルド係数（単位：Ｖ／decade）である。サンプル
Ｂ１～Ｂ３のＳ値が最も低く良好な値を示していることが読み取れる。また、実施の形態
２のプロセスに対応するサンプルＢ１～Ｂ３のＳ値がサンプルＡ１～Ａ３より低いことも
読み取れる。なお、サンプルＢ１～Ｂ３のＳ値は比較例よりＳ値が向上している。
【０２７３】
また、図１９は、電界効果移動度（μＦＥ：モビリティとも呼ばれ、単位は、ｃｍ2／Ｖ
ｓ）である。サンプルＢ１～Ｂ３の電界効果移動度が高く良好な値を示していることが読
み取れる。また、実施の形態２のプロセスに対応するサンプルＢ１～Ｂ３の電界効果移動
度がサンプルＡ１～Ａ３より高いことも読み取れる。
【０２７４】
図１７～図１９の実験結果により、実施の形態１及び実施の形態２の効果が確認できる。
結果として、Ｓ値や電界効果移動度に関しても、実施の形態２のプロセスは、実施の形態
１のプロセスよりも優れていると言える。
【０２７５】
また、オフ電流値のバラツキは、どちらのプロセスにおいても低減していることが読み取
れるが、Ｓ値や電界効果移動度のバラツキは比較例と比べてやや大きくなっている傾向が
ある。このＳ値や電界効果移動度のバラツキを低減するには、第２のレーザー光のショッ
ト数を第１のレーザー光のショット数よりも少なくすることで解決することができる。
【０２７６】
【発明の効果】
本発明により、半導体膜の平坦性を格段に向上させることで、結晶化を助長するために添
加した金属元素を効率よく除去することができ、該半導体膜を活性層とするＴＦＴにおい
て電気特性の向上、及び、個々の素子間でのバラツキを低減することができる。特に、液
晶表示装置においては、ＴＦＴ特性のバラツキに起因する表示むらを低減できる。また、



(37) JP 4230160 B2 2009.2.25

10

20

30

40

ＯＬＥＤを有する半導体装置においては、画素電極に一定の電流が流れるように配置され
たＴＦＴ（駆動回路または画素に配置されるＯＬＥＤに電流を供給するＴＦＴ）のオン電
流（Ｉon）のバラツキを低減することができ、輝度のバラツキを低減できる。
【０２７７】
加えて、本発明により半導体膜の平坦性を格段に向上させ、ＴＦＴのオフ電流値を低減す
ることができるとともに、そのオフ電流値のバラツキも抑制することができる。従って、
そのようなＴＦＴを用いた半導体装置の動作特性を向上させ、かつ、低消費電力化を実現
することができる。
【０２７８】
また、第２のレーザー光のショット数を第１のレーザー光のショット数よりも少なくする
ことにより、２回のレーザー照射することに起因するＴＦＴの特性、例えばＳ値、Ｖｔｈ
などのバラツキを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　　実施の形態１を説明する図。
【図２】　　実施の形態１を説明する図。
【図３】　　実施の形態２を説明する図。
【図４】　　ＡＭ－ＬＣＤの作製工程を示す図。
【図５】　　ＡＭ－ＬＣＤの作製工程を示す図。
【図６】　　アクティブマトリクス型基板の断面構造図。
【図７】　　液晶モジュールの外観を示す上面図である。
【図８】　　液晶表示装置の断面図の一例を示す図である。
【図９】　　ＥＬモジュールの上面および断面を示す図である。
【図１０】　ＥＬモジュールの断面を示す図である。
【図１１】　レーザー処理装置の一態様を示す図である。
【図１２】　オフ電流値（Ｖｄｓ＝１４Ｖ）における確率統計分布図である。
【図１３】　第２のレーザー光のエネルギー密度とＰ―Ｖ値との関係を示す図である。
【図１４】　電子機器の一例を示す図。
【図１５】　電子機器の一例を示す図。
【図１６】　電子機器の一例を示す図。
【図１７】　ＴＦＴ特性（オフ電流値）を示すグラフ。
【図１８】　ＴＦＴ特性（Ｓ値）を示すグラフ。
【図１９】　ＴＦＴ特性（電界効果移動度）を示すグラフ。
【図２０】　半導体膜表面におけるＡＦＭ観察結果（４μｍ×４μｍ）
【図２１】　比較例での半導体膜表面におけるＡＦＭ観察結果（４μｍ×４μｍ）
【図２２】　ゲート電極近傍を観察したＴＥＭ写真図。（実施例１）
【図２３】　ゲート電極近傍を観察したＴＥＭ写真図。（比較例）
【図２４】　ｎチャネル型のＴＦＴ特性の標準偏差を示すグラフ。
【図２５】　ｐチャネル型のＴＦＴ特性の標準偏差を示すグラフ。
【図２６】　ｎチャネル型のＴＦＴ特性のゲートリーク電流（ＶＧ＝４０Ｖ）を示すグラ
フ。
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